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研究概要 

 平成 23年度の研究結果として、以下の成果が得られた。 

 （1）発生源調査として、前年度までの研究成果を活用して、2011 年 3 月 11 日に発生

した東日本大震災で発生した漂流物の追跡のため、東北地方太平洋岸からアルゴスシステ

ムを搭載した模擬ごみを放流した。放流は平成 23年 6月、10月および平成 24年 1月に、

岩手県宮古市沖、宮城県気仙沼市沖、福島県相馬市沖から行った。その結果、放流場所の

違いや放流時期の違いにより、漂流経路が異なることが判明した。これは、海流や風の影

響を強く受けているためと考えられる。（2）発生実態調査では、平成 22 年度に実施した

発生実態調査地点のうち、鳥取県内を主とする 4海岸に注目して、年間 4回にわたり漂着

ごみの組成分析をおこなった。その結果、鳥取県を中心とした西日本の日本海沿岸域にお

ける漂着ごみの全体的組成割合は、重量比率で「プラスチック類」が 6 割、「発泡スチロ

ール」が 1～2割、「ゴム類」及び「ガラス・陶磁器類」がそれぞれ 1割であることがわか

った。（3）発生抑制のための普及啓発では、これまで開発した海ごみ劇、ゲーム、クイズ

を用いて、小学校や環境イベントで普及活動を行った。また、海ごみに関し国際協力の在

り方について検討するとともに、国内及び国際シンポジウムを開催し様々な立場の関係者

との意見交換・情報交換を行った。大学ホームページで公開することを目的に、この研究

の概要を解説した動画 5編を作成した。（4）回収・処理システムの検討として、海底ごみ

を漁業者が回収し港へ持ち帰り、自治体が運搬処理するモデルを検証のため、鳥取県境港

市及び鳥取県漁業協同組合境港支所と協力して社会実験を行った。また、アンケート等で

実験参加者へ意識調査を行い、漁業者側の問題点及び行政側の問題点を整理した。その結

果、漁業従事者は、積極的に海底ごみを持ち帰ろうとしていること、持ち帰りのモチベー

ションを向上させるためには、持ち帰った海底ごみを買取りする制度を望んでいることが

わかった。一方、自治体側も海の美化に積極的であること、海底ごみの収集運搬・処理に

対する財源の確保ができれば、海底ごみの回収処理が推進されることがわかった。 
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第 1章 研究概要 

 

1. 研究の目的と方法 

 

海外や国内陸部が発生源と考えられる廃棄物が定期的に大量に海岸に押し寄せる西日本

の日本海側の海ごみ問題の解決を目指し、排出源と海ごみ発生との関連、漂着ごみなどの

発生実態を解明し、海ごみの発生抑制策、回収処理の促進により美しい海、海岸を保全す

ることを目的に研究を行った。日本海沿岸域では、海外で発生した海ごみが対馬海流に乗

って押し寄せてくる。また内陸で投棄されたごみが河川によって移動し、漂着ごみや海底

ごみとして海岸や沿岸域に集積している。また、2011年 3月に発生した東日本大震災は、

2500万トンにも及ぶ大量の瓦れきを発生させた。その瓦れきの一部（約 480万トン）は、

津波によって太平洋に流れ出した。そのうち 330万トンは海底に沈み、150万トンは太平

洋をめぐる海流に乗り、太平洋を漂流しつつある。 

そこで本研究では（1）昨年度までの研究で得られた漂流ごみ追跡システムをこの瓦れ

きの漂流に応用して、東北地方太平洋岸から流失した瓦れきの漂流経路を明らかにすると

ともに、（2）山陰地方で平成 21 年度から実施している漂着ごみと漂着地点の地域特性と

の関係を明らかにし、（3）海ごみの発生抑制のために、子どもたちや市民への普及啓発方

法について研究を行い、（4）回収処理制度モデルを鳥取県内で社会実験し、その結果をフ

ィードバックしながら効果を検証し、海底ごみの持ち帰り・回収処理に関する制度構築に

関し検討を行った。 

それぞれの研究方法の概要を以下に示す。 

(1)東日本大震災漂流物追跡 

一昨年および昨年度の調査で、携帯電話圏外でも位置情報を送信可能な発信機「アルゴ

スシステム」が、漂流物の追跡には有益であることが判明した。そこで、2011 年 3 月 11

日に発生した東日本大震災による漂流ごみに焦点を当て、二次災害予防を目的として、東

北地方の太平洋沿岸沖から、季節を変えてペットボトル型アルゴスシステムを放流し、震

災瓦れきの漂流軌跡を追跡した。  

(2)発生実態調査 

長期的な通季的データを蓄積するため、平成 23年度は、平成 22年度の調査において地

域特性の観点で設定した 4 地点について、継続して漂着ごみの定点観測調査を実施した。

また、平成 21 年度の研究で実施した人工衛星画像データ解析及びヘリコプターによる視

認調査を含む各漂着ごみの分布調査手法を比較検討した。 

(3)発生抑制のための普及啓発 

海ごみ問題の実態を多くの人に知ってもらうため、一昨年度、昨年度で作成した eラー

ニング、海ごみ劇を使用して、鳥取市内の小学校や環境イベントで啓発活動を行った。ま

た、海ごみの発生を抑制するために、韓国等の現地を訪問し関係者との情報交換を行った。

更に、海ごみに対する政府、自治体の取り組みを多くの人に知ってもらうため、環境省お

よび先進的な取り組みを行っている自治体の担当者を招き国内シンポジウムを開催した。

また、東日本大震災で発生した漂流物の追跡予測と対応と題して国際シンポジウムを開催

し、国内外の研究者から最新の研究成果を得るとともに今後の協力体制を模索した。 
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(4)持ち帰り・回収制度 

平成 21年度、平成 22年度で実施した漁業関係者へのアンケートの結果をもとに、漁業

者が回収した海底ごみを港まで持ち帰り、自治体が適正に処理するモデルの有効性を確認

するため、鳥取県境港市で社会実験を行った。 

 

2. 研究の必要性 
 

海外が起源と思われる海ごみが大量に西日本の日本海沿岸に押し寄せてきている。それ

ら漂着ごみにはプラスチックの容器、おもちゃ、漁具、医療廃棄物など多種多様なものが

含まれている。一方、海ごみの多くは河川から流入すると推測されている。海岸に打ち上

げられる漂着ごみの量は近年急増している。これらのごみは、海岸機能の低下や、生態系

を含めた海岸環境や景観の悪化をもたらし、海水浴や水辺でのリクレーションに悪い影響

をもたらしている。また漁具や流木などの漂流ごみによって船舶の安全な航行の確保や漁

業への被害などが深刻になっている。さらに小型底曳き網による漁法などでは多くの海底

ごみを引き上げているが、持ち帰っても処理のための負担が大きいためにそのまま海に戻

している例も少なくない。このような背景から、漂着ごみ問題解決に関する研究に取り組

む必要性は非常に大きいと言える。 

そこで本研究では、海ごみの移動や、発生実態を解明し、3R（Reduce発生抑制、Reuse

再使用、Recycle 再生利用）制御及び適正処理の方法を提案・実証し、海ごみ問題を解決

あるいは緩和することが出来るという成果が期待される。 

期待される具体的な成果として、海ごみに起因する環境問題を広く市民に啓発し、投棄

ごみ等を発生しないようにし、また河川などの「ごみ一斉清掃」に参加してもらい、河川

の清掃が一層徹底することによって、陸路からの海ごみの発生を絶つことができる。また

底曳き網にかかった海底ごみの持ち帰りを促進し、漁業環境が改善され、海ごみによる魚

への損傷も少なくなる。自治体は、海ごみの受け入れに対して拒否反応があるが、科学的

なデータにもとづいて合理的な判断が出来るようになり、海ごみの回収や処理が円滑化さ

れるために、結果的には海岸の環境が保全され、また海や河川の水質が保全されることに

なる。さらに、これらの対策を国際的な共同体制のもとで進めることにより、海外から漂

着する海ごみの発生抑制も期待される。 

また、2011年 3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震は、甚大な被害を東日本にも

たらした（東日本大震災）。この大震災によって発生した瓦れきの一部は、津波によって太

平洋に流出し、環太平洋の国々や太平洋を航行する船舶に二次的被害をもたらす可能性が

ある。この震災により発生した漂流ごみの移動予測は、ハワイ大学などがコンピュータシ

ミュレーションを行い公開している。しかし、コンピュータシミュレーションでは、漂流

物に対する風の影響や沈降率は考慮されていない。この研究では、これまで検討を行てき

た漂流ごみの追跡システムを、流出した震災漂流物の漂流追跡の実データとして収集する。

収集データとコンピュータシミュレーションの結果を比較することで、シミュレーション

精度を向上させることができる。 
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3. この研究の最終到達目標 
 

(1)発生源調査 

海ごみの漂流経路を推定する調査方法を示す。特定のごみ発生源と漂着ごみとの関係

を明らかにする調査方法を検討する。 

(2)発生実態調査 

定点詳細調査により漂着ごみの発生実態を明らかにする。また広範囲の漂着ごみの発

生実態を把握するため、人工衛星画像データ解析及びヘリコプターによる視認調査の利

点欠点を考察しながら調査効果を比較し、目的に応じた効果的な調査方法を提案する。 

(3)発生抑制のための普及啓発 

海ごみ問題についての漁業者や市民に対する教育や普及啓発の方法を提示する。また、

海ごみの発生を抑制するための、法制度や国際協力のしくみを提案する。 

(4)回収、処理システムの検討 

海底ごみを漁業者が持ち帰り、自治体が引き受け処理処分するための社会制度モデル

を構築し、その社会実験の結果を得る。そして、構築された漁業者、自治体、市民、漁

業協同組合並びに近隣国関係者のネットワークを通じ、海ごみ問題解決の先例を作る。 

 

4. 結果の概要 
 

(1)発生源調査 

2011年 3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震にともなう津波で生じた漂流ごみの

追跡のため、模擬ごみを岩手県宮古市沖、宮城県気仙沼市沖、福島県相馬市沖から、2011

年 6月及び 10月、2012年 2月に放流した。 

2011年 6月に宮古市沖から放流した模擬ごみは、宮古市から東北東 2,600ｋｍの太平洋

上で通信が途絶えた（2012 年 2 月 11 日）。ここに至るまで、放流点から東北方向へ漂流

した後、襟裳岬南東で周回した後、東北東へ漂流した。 

2011年 6月に気仙沼市沖から放流した模擬ごみは、2011年 10月 17日に通信が途絶え

た。 

2011 年 6 月に相馬市沖で放流した模擬ごみは、放流してから 1 週間後、宮城県名取市

へ漂着した（2011年 6月 26日）。 

2011年 10月に宮古市沖から放流した模擬ごみは、放流点付近で直径 300ｋｍの渦状に

周回した後、2011年 12月 23日から南東方向へ漂流し、ミッドウェイ諸島の西 2000ｋｍ

に達している（2012年 2月末現在）。 

2011年 10月に気仙沼市沖で放流した模擬ごみは、福島県から茨城県沿岸を南進した後、

東南東へ漂流しミッドウェイ諸島の北西 600ｋｍに達している（2012年 2月末現在）。 

2011年 10月に相馬市沖で放流したものは、11月に放流場所から 200km離れた茨城県

神栖市に漂着した。 

2012年 1月に気仙沼市沖、相馬市沖から放流したものは、いずれも南東方向へ漂流し、

銚子沖東南東 1100ｋｍ付近を漂流している(2012年 2月末現在)。 

2012 年 1 月に宮古市沖から放流したものは、仙台市東方 500ｋｍ付近を漂流している

（2012年 2月末現在）。 
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以上のように、放流場所、放流時期が異なれば、異なった軌跡を描いて漂流することが

わかった。 

これらの動きは、海流の季節変動や小海流渦、海面近くの風の影響を強く受けていると

考えられる。 

得られた実データをコンピュータシミュレーション結果と比較し、シミュレーション条件

を補正することで、シミュレーション精度を向上されることができると考えられる 

 

(2)発生実態調査 

1)定点観測調査 

定点観測調査により回収した漂着ごみ全体の組成割合は、湿重量、個数ともに「プラス

チック類」が 58％（重量）、70％（個数）と多かった。次いで「発泡スチロール」が 20％

（重量）、「ガラス・陶磁器類」が 10％（重量）と続く。この傾向は、ゴム類が多かった平

成 22年度を除き、平成 21年度と類似している。したがって、鳥取県を中心とした日本海

沿岸域における漂着ごみの全体的組成割合は、重量比率で「プラスチック類」が 6割、「発

泡スチロール」が 1～2割、「ゴム類」及び「ガラス・陶磁器類」がそれぞれ 1割であると

推定できる。 

 また、漂着ごみ量に影響を与える地域特性として、「海流条件」、「内陸特性」、「海岸形状」、

「管理状態」に着目して傾向分析を行った。 

 海流条件では、対馬海流の上流側、中流側、下流側では、漂着ごみ量との関係は認めら

れなかったが、上流側ほど国外由来の漂着ごみが多い傾向が認められた。 

 内陸特性は、各調査地の背後に流れる河川規模と漂着ごみ量の関係は、認められなかっ

た。 

 海岸形状では、海岸を構成する岩石の粒径が大きいほど、漂着ごみ量が多い（湿重量ベ

ース）傾向が認められた。 

 管理状態では、海岸クリーンアップ活動など、定期的手入れが行われる地点と比較して、

定期的な手入れがない地点の漂着ごみが多い傾向が認められた。 

 

2)漂着ごみ分布調査手法の比較 

 砂丘海水浴場や浦富海岸鴨ヶ磯など、観光地に所在する海岸では、陸側からのアクセス

が容易であり、遊覧船等による定期的な観光がなされているため、漂着ごみの発生状況は

地域住民や関係機関等により早期に確認可能である。このような海岸では、台風、豪雨、

強風等の突発的気象現象後、地域住民や関係機関、行政等が現場に立ち入って行うフィー

ルド調査が、有効で即応性のある漂着ごみ分布調査手法であると考えられる。 

御津礫浜や泊漁港先岩礁など、通常の生活圏外であり、かつ海岸を形成する岩石の粒径

が大きい海岸においては、漂着ごみが滞留し易く、台風、豪雨、強風等の突発的気象現象

後に大量に集積する可能性がある。また、通常このような海岸は人が訪れることが無い場

所であることが多く、漂着ごみの発生状況を地域住民や行政等が即応性を持って把握する

ことは困難である。したがって、このような海岸においては、ヘリコプターによる低空撮

影調査を定期的に実施し、連続的な漂着ごみ分布のマッピングを実施することが有効であ

ると考えられる。 

台風、地震、津波等の災害時において緊急的に広範囲を調査する場合は、調査対象範囲や
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費用等を踏まえ、人工衛星画像データ解析による調査もしくはヘリコプターを利用した低

空撮影調査が選択肢に含まれる。 

 

(3)発生抑制のための普及啓発 

 今年度は、海岸漂着物処理推進法制定 2周年にあたり、その内容や効果的な発生抑制や

円滑な処理を図るための普及啓発について、情報交換や意見交換を行うため、鳥取環境大

学で国内シンポジュウムを開催した。 

 シンポジウムでは、環境省より「海ごみ対策の国と地方自治体の役割」について解説し

てもらい、その後、三重県、沖縄県、鳥取県の行政担当者より各県の事例・取り組みの現

状を紹介した。また、鳥取環境大学の研究を紹介した後、シンポジウムの講師と地元鳥取

市の行政担当者、NPOの担当者を交え、「今後の海ごみ問題の解決に向けて」をテーマと

してパネルディスカッションを行い、議論を深めた。 

 また、インターネットが広く普及した今日においては、海ごみ問題の普及啓発において

もそれを利用することが有効な方策の一つと考えられる。そこで本年度は、ホームページ

上で公開することを前提に、海ごみの問題に対する我々の取り組みを、わかりやすく市民

や子どもたちに伝えるため eラーニング教材の開発を行った。 

 

(4)回収、処理システムの検討 

 平成 23 年度は、回収・処理システムの問題点を洗い出し、海ごみを漁業従事者が回収

し港へ持ち帰り、自治体が運搬処理するモデルの有効性を確認するためするため、鳥取県

境港市および鳥取県漁業協同組合境港支所に協力していただき、社会実験を実施した。社

会実験は小型底曳き網漁に伴って回収される海底ごみを対象とすることとし、実験内容を

決めるため予備実験を行い、回収されるごみの種類と量を把握した。その結果に従って、

回収ごみの分別、港へ持ち帰ったあとの投入箱の規模、運搬の頻度を決めた。 

 社会実験の結果、回収される海底ごみは、平均で約 9ｋｇ/回/隻であった。また、社会実

験後、漁業関係者や自治体担当者へアンケートやヒアリング方式で意識調査を行った。そ

の結果、漁業者は、積極的に海底ごみを持ち帰ろうとしていること、持ち帰りのモチベー

ションを向上させるためには、持ち帰った海底ごみを買取りする制度を望んでいることが

分かった。一方、自治体は、海底ごみの回収が必要であると認識しているが、今年度はグ

リーンニューディール基金があり、社会実験に協力できた背景があり、次年度以降は、分

別、運搬、処理に必要な財源が確保できないといったジレンマを抱えていることがわかっ

た。海底ごみも漂着ごみとみなして、都道府県の財源で処理することが容易であれば、海

底ごみに回収処理が推進されると考えられる。 
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第 2章 発生源調査 

 

1. 調査の目的 
 

2011年 3月 11日に発生した東日本大震災によって、約 2300万トンの災害廃棄物が発

生し、そのうち約 300万トンが海洋に流出したと推計されている[1]。この流出した災害廃

棄物のうち、一部は海底に沈み、残りは漂流ごみとして太平洋上を漂流している。漂流ご

みは海外の様々な国に被害をもたらすため、日本としてその被害を少なくするための対策

が求められる。 

漂流ごみの漂着時期を予測したり、効率的に回収したりするために必要な情報が、漂流

経路の推定情報である。ハワイ大学のマキシメンコ博士が行ったコンピュータシミュレー

ションでは、2011年冬から 2012年春にかけてミッドウェイ諸島、2012年から 2013年に

かけてハワイ本島、2013年から 2014年にかけて北アメリカ西海岸へ、大量の津波がれき

が漂着すると予測されている[2]。 

しかし、シミュレーションの信頼性を検証するためには、実際の漂流物の位置データと

の比較が重要となる。そこで本研究では、人工衛星を通して位置情報を送信する機能を備

えた模擬ごみを実際に被災地周辺から放流し、位置情報の集計を行った。 

 

2. 発信機の比較 
 

 昨年度まで、発生源調査を通して位置情報を送信できる機能を備えたいくつかの発信機

を比較してきた。それをまとめたものが表 2-1である。「ココセコム」「GPS無しなんつい」

「GPSつきなんつい」は、位置情報をサーバに送信するために携帯電話の基地局を利用し

なければならないという欠点があり、そのため携帯電話の圏外では利用不可能であった。

これらは日本海側で漂流ごみの漂着地点を調査するには十分利用できたが、東日本大震災

の被災地は太平洋側であり、そこから海へ流出したごみは太平洋の中央へ向かって東へ漂

流していくことが予想されるため、携帯電話の圏外で利用できないこれらの発信機は調査

に向かない。そこで今年度の調査では「アルゴスシステム」を利用することとした。 

 

表 2-1 発信機の比較 

 

 

 

商品名 販売元 使用範囲 GPS利用 電池寿命 費用 

ココセコム セコム株式会社 au圏内 あり 数ヶ月 安い 

GPS無しなんつい UPR株式会社 PHS圏内 無し 数ヶ月 安い 

GPS付きなんつい UPR株式会社 docomo圏内 あり 数ヶ月 安い 

アルゴスシステム 株式会社キュー

ビック・アイ 

陸上と海上 

すべて 

あり 半年 高い 
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3. 調査方法 
 

本研究で放流した模擬ごみは、株式会社ノマドサイエンスによって開発された「アルゴ

スシステム発信機」を、ペットボトル型の放流容器に入れたものである。発信機本体と放

流容器の様子を表 2-2に示す。 

 

表 2-2  アルゴスシステム発信機の形状と質量 

発信機本体 放流容器 

  

縦 37mm、横 65mm、厚さ 8mm 直径 90mm、高さ 300mm 

 

アルゴスシステム発信機は、GPSによって現在地を把握し、その情報を人工衛星経由で

サーバに送信する。また、GPSを使用しなくても、発信機から人工衛星へ届いた電波のド

ップラー効果を解析することにより、発信機の位置情報をある程度推測してサーバに情報

を蓄積することもできる。利用者はインターネットを経由してそのサーバにアクセスし、

位置情報を得ることができる。 

この発信機はどこにいても、人工衛星が上空を通過しさえすれば位置情報を送信できる。

この通過の回数は 1日に数回程度と予測されている。その位置情報の他に、GPS付きの 5

分ごとの位置情報を本体に蓄積しており、漂着後に発信機を回収すればこれも解析するこ

とができる。 

このアルゴス発信機を利用して、放流実験を 3回行った。用いたアルゴス発信機の仕様

は表 2-3のとおりである。第 1回放流実験は、東日本大震災から数か月しかたっていない

こともあり、電池寿命の長い発信機を用意することができなかった。そのため、第 1回に

放流した発信機は日本海側の漂流追跡用に開発していた発信機であり、電池寿命が半年程

度である。 

ハワイ大学のマキシメンコ教授らのシミュレーションによると、約 2年半で津波ごみが

ハワイや北アメリカ西海岸へ漂着すると推定される。そこで電池が約 2年半持つように発

信機を改良し、第 2回と第 3回の放流実験を行った。改良点の一つは、電池の量を増やし

たことである。ただしこれにより重量が増し、海面下の割合を表す「沈下率」が 35％から

50％に増えることとなった。改良点のもう一つは、位置情報を人工衛星に送ることのでき

る時間を半分にし、それ以外の時間は電源を自動的にオフにして電池を節約する設定にし

たことである。そして最後の改良点は、GPSの機能を削除して電池の消費量を抑えたこと

である。太平洋上の漂流経路を観測するという目的を考えると、GPSの機能を削除してド

ップラー方式のみにしても十分に誤差が小さい。また、太平洋に漂流した発信機を回収で

きる可能性は非常に低いため、GPSによる位置情報は解析する機会がないと判断した。た
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だし、一般の人が回収した場合を考慮し、放流容器には日本語と英語で連絡先を記した。 

 

表 2-3 用いた発信機の仕様 

 放流時期 位置情報 

取得方法 

位置情報

の誤差 

送信可能 

時間 

重量 沈

下

率 

電池 

寿命 

第 1回 

放流 

実験 

2011年 

6月 3日～ 

6月 19日 

ドップラー

方式と GPS

の併用 

約 100m 1日のうち

12時間 

約 700g 約

35

％ 

6ヶ月 

以内 

第 2回 

放流 

実験 

2011年 

10月 21日～

10月 22日 

ドップラー

方式のみ 

約 500m 1日のうち

6時間 

約 1000g 約

50

％ 

30ヶ月

以内 

第 3回 

放流 

実験 

2012年 

1月 29日～ 

2月 6日 

ドップラー

方式のみ 

約 500m 1日のうち

6時間 

約 1000g 約

50

％ 

30ヶ月

以内 

 

第 1回放流実験では、ドップラー方式によって算出された位置情報と、GPSによって算

出された位置情報の両方を得ることができている。しかし、第 2回以降の放流実験ではド

ップラー方式の位置情報しか得ていないため、比較の際に誤解を与えないよう、この報告

書では第 1回放流実験の結果もドップラー方式によって算出された位置情報のみを利用し

てまとめた。 

 

4. 第 1回放流調査結果 
 
4-1. 第 1回放流調査の概要 

放流調査では、被災地の 3か所から、1台ずつ模擬ごみを放流した。具体的には、岩手

県の宮古沖、宮城県の気仙沼沖、福島県の相馬沖である。 

 

写真 2-1 発信機放流に用いた調査船 
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第 1 回放流では、実際の放流作業を環境省の｢海洋環境緊急モニタリング調査検討会」

の調査船に依頼した。調査船の外観は写真 2-1のとおりである。 

2012 年 2 月 7 日までの時点の漂流結果を表 2-4 に示す。岩手県から放流した発信機は

2500km ほど東へ漂流を続けたが、宮城県から放流した発信機は 500km 以内の範囲で周

回運動し、福島県から放流した発信機は一週間で陸へ戻り漂着した。3 つの模擬ごみは放

流時期が近かったにもかかわらず、このように全く異なる漂流経路をたどった。 

 

表 2-4  第１回放流の発信機の様子（2012 年 2 月 7日時点まで） 

番号 軌跡 

の色 

放流場所 放流日 漂流の様子 

75883 黄 岩手県 

宮古沖 20km 

2011年 

6月 3日 

東に向かって漂流し、2012年 2月 7日の時点

での位置は放流場所から約 2500km 

76305 赤 宮城県 

気仙沼沖 20km 

2011年 

6月 11日

放流地点から約 500km 以内の範囲で周回運

動し、2011年 10月 17日から通信途絶 

76306 青 福島県 

相馬沖 20km 

2011年 

6月 19日

北西に向かって漂流し、2011年 6月 26日に、

放流場所から約 40kmの宮城県名取市に漂着

 

3つの漂流経路の違いを比較するため、10月 17日時点までの軌跡を図 2-1と図 2-2に

示す。この軌跡は、1 日に数回の割合で自動送信されたデータが、直線で結ばれてできた

ものである。 

 

図 2-1 岩手から放流した発信機の位置情報（6月 3日～10 月 17 日） 

6月 3日放流 

（岩手県宮古沖）

10月 17日時点 

（放流地点から 

1600km沖） 

発信機 75883 
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図 2-2 宮城と福島から放流した発信機の位置情報（6月 3日～10 月 17 日） 

 
4-2. 岩手から放流した発信機について 

次に、それぞれの発信機について、軌跡を詳細に分析する。岩手県から放流した発信機

の軌跡に対して、放流日である6月3日から一カ月おきに印をつけたものが図2-3である。

約 0.3km/hから 1km/hの速度で、太平洋を東へ向かっていることがわかる。 

6月から 7月にかけて北海道に近づいていたことがわかる。実際、この地域には津波ご

みと思われる冷蔵庫などが漂着したという報道がなされている。 

なお、この発信機の電池寿命は半年程度と見積もられていたが、送信は 8カ月経った時

点でも続いていた。 

 

図 2-3 岩手県から放流した発信機の位置情報（6月 3日～2月 7日） 

6月 11日放流 

（宮城県気仙沼沖）

10月 17日時点 

（放流地点から 

500km沖） 

発信機 76305 発信機 76306 

6月 19日放流 

（福島県相馬沖） 

6月 27日漂着 

（宮城県名取市） 

6月 3日 

7月 3日 

8月 3日 

9月 3日 

10月 3日 11月 3日 12月 3日 1月 3日 

2月 3日 

発信機 75883 



- 11 - 
 

4-3. 宮城から放流した発信機について 

宮城県から放流した発信機の位置情報を基に、放流日である 6 月 11 日から約 1 カ月ご

とに軌跡の全体を図にしたものが図 2-4 である。この発信機は、放流地点から約 500km

の範囲で、時計回りの軌跡を描きながら周回運動を続け、10月 17日に通信途絶したこと

がわかる。 

  

  
図 2-4 岩手県から放流した発信機の位置情報（6月 11 日～2月 7日） 

 
4-4. 福島から放流した発信機について 

福島県から放流した発信機の軌跡を図 2-2よりも拡大したものが図 2-5である。放流地

点から湾の中を北西に進み、名取市に漂着する様子がわかる。 

7月 11日まで 8月 11日まで

9月 11日まで 10月 17日まで（2月 7日まで同じ） 
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図 2-5 福島県から放流した発信機の位置情報（6月 19 日～6月 27 日） 

 

5. 第 2回放流調査結果 
 
5-1. 第 2回放流調査の概要 

2011年 10月の第 2回放流調査では、第 1回とほぼ同じ位置から 1台ずつ発信機を放流

した。今回は、小型漁船に我々が同乗して直接放流した。漁船の外観と発信機放流の様子

を写真 2-2に示す。 

 

  
写真 2-2 第 2回発信機放流に用いた漁船と放流の様子 

 

2012年 2月 7日までの時点の漂流結果を表 2-5に示す。どの発信機も第 1回放流調査

とは逆に、南寄りに漂流した。 

 

 

 

6月 19日

6月 27日 
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表 2-5  第 2 回放流の発信機の様子（2012 年 2 月 7日時点まで） 

番号 軌跡 

の色 

放流場所 放流日 漂流の様子 

110353 黄 岩手県 

宮古沖 50km 

2011年 

10月 22日 

放流地点から約 200km の範囲で周回運

動していたが、2011 年 12 月 23 日から

東へ向かって漂流し、2012 年 2 月 7 日

の時点での位置は放流場所から約

1800km 

110352 赤 宮城県 

気仙沼沖 20km 

2011年 

10月 22日 

南に向かって漂流していたが、2011 年

11 月 12 日から東へ漂流し、2012 年 2

月 7日の時点での位置は放流場所から約

3300km 

110351 青 福島県 

相馬沖 20km 

2011年 

10月 21日 

南に向かって漂流し、2011年 11月 2日

に放流場所から約 200km の茨城県神栖

市に漂着 

 

3つの漂流経路の違いを比較するため、軌跡の一部を図 2-6に示す。第 1回放流調査の

結果と同様に、岩手県で放流した発信機を黄色で、宮城県で放流した発信機を赤で、福島

県で放流した発信機を青で示している。 

 

 

図 2-6 第 2 回放流分の発信機の位置情報（2011 年 10 月 21 日～2012 年 1 月） 

 
第1回放流調査と同様に、3つの発信機は全く異なる漂流経路をたどったことがわかる。

ただし今回は、周回運動を一定期間続けたのは岩手県から放流した発信機であった。 

岩手県から放流した発信機と宮城県から放流した発信機は、ほぼ同じ緯度まで南下した

後、急に東へ漂流を始めている。これはまず親潮に乗って南下し、黒潮とぶつかり北太平

洋海流に乗って東へ漂流したものと思われる。 

10月 22日放流 

（岩手県宮古沖）

12月 23日 

10月 22日放流 

（宮城県気仙沼沖） 

11月 12日 

10月 21日放流 

（福島県相馬沖） 

11月 2日漂着 

（茨城県神栖市） 
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福島県から放流した発信機は茨城県神栖市に漂着した後、西へ直線で移動しているよう

に図示されている。これは一般の人によって回収されたのちに鳥取へ郵送された際の途中

の位置が直線で結ばれたためであり、漂流経路ではない。 
 
5-2. 岩手から放流した発信機について 

次に、それぞれの発信機について、軌跡を詳細に分析する。岩手県から放流した発信機

の軌跡に対して、放流日である 10月 22日から 1カ月おきに印をつけたものが図 2-7であ

る。放流してから 2 カ月の間は放流地点から約 200km の範囲で周回運動をしていたが、

その後に蛇行しながら南東へ 1600kmほど漂流したことがわかる。 

 

 
図 2-7 第 2 回放流で岩手県から放流した発信機の位置情報（10 月 22 日～2月 7日） 

 

5-3. 宮城から放流した発信機について 

宮城県から放流した発信機の軌跡に対して、放流日である 10月 22日から一カ月おきに

印をつけたものが図 2-8である。蛇行しながらも、約 1.3km/hの速度で太平洋を東へ向か

っていることがわかる。 

10月 22日 

1月 22日 

12月 22日 

11月 22日 
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図 2-8 第 2 回放流で宮城県から放流した発信機の位置情報（10 月 22 日～2月 7日） 

 

5-4. 福島から放流した発信機について 

福島県から放流した発信機の位置情報のうち、放流日である 10月 21日から漂着日であ

る 11 月 2 日までの位置情報が図 2-9 である。放流地点から日本列島に沿って南下し、神

栖市に漂着する様子がわかる。 

 

 

図 2-9 第 2 回放流で福島県から放流した発信機の位置情報（10 月 21 日～11 月 3 日） 

 

 

1月 22日 

12月 22日 
11月 22日 

10月 22日 

11月 2日 

10月 21日 
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6. 第 3回放流調査結果 
 

2012年 1月から 2月にかけて行われた第 3回放流調査でも、第 2回とほぼ同じ位置か

ら１台ずつ発信機を放流した。今回は、小型漁船に発信機の放流作業を依頼した（写真 2-3）。 

 
写真 2-3 第 3 回放流調査での放流の様子 

 

2012年 2月 7日までの時点の漂流結果を表 2-6と図 2-10に示す。放流から一週間程度

しか経過していないために漂流経路の全体像はまだ不明だが、約 1.3km/hの速度で太平洋

を南東へ向かっている。 

表 2-6  第 3 回放流の発信機の様子（2012 年 2 月 7日時点まで） 

番号 軌跡の色 放流場所 放流日 漂流の様子 

110354 黄 岩手県 

宮古沖 50km 

2012年 

2月 6日 

東へ向かって漂流 

110355 赤 宮城県 

気仙沼沖 20km

2012年 

1月 29日 

南東に向かって漂流 

110356 青 福島県 

相馬沖 20km 

2012年 

1月 31日 

南東に向かって漂流 

 

 

図 2-10 第 3 回放流分の発信機の位置情報（2012 年 1 月 29 日～2012 年 2 月 7日） 

1月 31日放流 

（福島県相馬沖） 

1月 29日放流 

（宮城県気仙沼沖） 

2月 6日放流 

（岩手県宮古沖） 

2月 7日 

2月 6日 

2月 6日 
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7. シミュレーションによる漂流予測との比較 
 
今回のように実際の漂流物の位置情報を収集することの意義の一つに、コンピュータシ

ミュレーションの結果へのフィードバックが挙げられる。そのため、ハワイ大学のマキシ

メンコ博士が表層海流診断モデル等を用いて行ったシミュレーション結果[2]との比較を

今後の課題として計画している。本年度は、その準備としてマキシメンコ博士と東京大学

大気海洋研究所の道田豊教授と意見交換を行った。本節では、その意見交換によって明ら

かになったことをまとめる。 

 

7-1. 漂流ごみの最終的な到達域について 

太平洋を含む世界の５つの大洋には、いくつかの大海流渦があり、そこは漂流ごみが多

くたどり着くことからガーベッジパッチ（Garbage Patch）と呼ばれている。これらはお

よそ南北緯度 30 度のあたりに形成されている。東北からの漂流ごみはすべて、最終的に

は太平洋にある一つのガーベッジパッチにたどり着く可能性が高い。 

第 1回放流調査で宮城から放流された発信機や、第 2回放流調査で岩手から放流された

発信機は、一定の範囲内で周回運動を続けていた。これは小海流渦（Eddy）と呼ばれる渦

に入ったものと思われる。小海流渦は、おそらく大海流渦とは異なるダイナミズムで発生

しており、性質が異なる。大海流渦は直径 1000kmの範囲に及び、恒常的に一か所にとど

まる。しかし小海流渦は副次的な海流渦であり、発生も短期的で、その形は次第に崩れて

いく。また位置を変えることもある。 

 

7-2. シミュレーションの基となるデータについて 

マキシメンコ博士のコンピュータシミュレーションが基にしている実データは、一種類

の海流観測用ブイから得たものである。このブイが世界中の海に放流されており、そこか

ら実データを得ている。このブイには中心深度 15mの位置に抵抗体がついており、沈下率

は約 98％である。これにより風の影響よりも海流の影響を大きく受けるようになっている。 

何かの原因で抵抗体が脱落したブイは、沈下率が約 50％となり、風の影響を大きく受け

るようになる。このように抵抗体が脱落したブイからのデータも有効利用することにより、

結果的には二種類のブイからのデータを得ることができている。 

本研究では、発信機を入れたペットボトル型の模擬ごみを 2種類製作しており、それぞ

れ沈下率は約 35％と約 50％であった。マキシメンコ博士のシミュレーションには沈下率

35％の漂流物は考慮されていないため、本研究の実データをシミュレーション結果と比較

しフィードバックさせることで、シミュレーションの精度を向上させることができるはず

である。 

 

7-3. シミュレーションによる漂着時間の予測について 

シミュレーション結果は、基にした実データに大きく依存する。例えばマキシメンコ博

士のシミュレーション結果では、2000年の海流データを基にした場合には北米西海岸への

到達に 2 年かかるという結果が出たが、2005 年の海流データを基にした場合は 3 年かか

るという結果が出た。2011年の北太平洋の海流速の変化を観測したところ、海流の速度が

速く 2000年の状況に近いが、確実なことは言えない。 
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また、このシミュレーションでは沈下率の大きい重いものを想定した漂着予測を行って

いるが、実際の被災がれきには重いものと軽いものが混在している。軽いものは早く動き、

重いものはゆっくりと動く。そのため、漂流ごみベルトはまず辺縁部の密度の薄いがれき

ベルトが到達してから、中心部の濃い部分が到達することになる。したがって軽いものの

漂着日時はシミュレーション結果より早いかもしれない。 

 

7-4. ハワイ大学との共同研究の可能性について 

 海上航行で特に問題となる大きな漂流がれきの経路調査で最も確実な方法は、漂流して

いるがれきに発信機を取り付けて、位置情報を把握することである。多くの発信機を取り

付けて位置情報を得ることができれば、ハワイ大学で把握している海上地域風や表層海流

などのシミュレーションの係数をそれに合わせて補正し、より正確な予測結果を一週間ほ

どで算出できる。 

 

8. まとめ 
 

今回の実験では、放流した模擬ごみの数が少ないため、これらを代表的な値とみなして

一般的な結論を導くことは難しい。しかし、放流の位置が少し異なるだけで、漂流の様子

が大きく変わることは証明されたと言える。 

また、実データの観測を通して、小海流渦の存在を確かめることもできた。この小海流

渦は崩れたり移動したりする可能性はあるが、一時的に漂流がれきが蓄積される可能性が

あることがわかった。 

シミュレーション結果との比較の際には、模擬ごみの沈下率を考慮して比較することも

必要である。本研究の第 1回放流実験で用いた模擬ごみの沈下率は約 35％であり、海流の

影響より風の影響の方が大きい漂流物と言える。一方、第 2回放流実験で用いた模擬ごみ

の沈下率は約 50％であり、海流と風の影響は同程度である。この沈下率の違いによって、

たとえ同じ時期に同じ場所で放流したものでも、その後の漂流経路は異なるものとなる。 

マキシメンコ博士のシミュレーションには沈下率 35％の漂流物は考慮されていないた

め、本研究の実データをシミュレーション結果と比較しフィードバックさせることで、シ

ミュレーションの精度を向上させることができるはずである。また、今後もさまざまな沈

下率の模擬ごみを設計し放流することで、シミュレーションの精度をより向上させること

ができると考えられる。 
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第 3章 発生実態調査 

 

1. 調査の目的 
 

地域特性に着目して設定した定点（調査地点）において、漂着ごみの回収・分類を行う

ことで、漂着ごみの種類、量、分布状況の経時的変化の解析に資するデータを得ると共に、

日本海沿岸域の漂着ごみと漂着する海岸の地域特性、季節特性の関係を明らかにし、発生

源と漂着ごみ発生の関連等の発生実態を解明することを目的とする。 

 平成 23年度研究においては、長期的な各季のデータを蓄積するため、平成 21年度研究

において設定した定点（調査地点）より地域特性の観点から絞り込んで実施した平成 22

年度調査地点のうち、通季的調査が可能な 4地点にて継続的に漂着ごみ定点観測調査を実

施するものとした。 

 また、平成 21 年度研究において実施した人工衛星画像データ解析及びヘリコプターに

よる視認調査の手法を含む各漂着ごみ分布調査手法の効果を比較検討するとともに、漂着

ごみ定点観測調査により確認された地域特性の関係性等を踏まえた継続的かつ効果的な調

査手法について検討・提案することを目的とする。 

 

2. 漂着ごみ定点観測調査 
 

2-1. 調査概要 

 鳥取県を中心とした日本海沿岸の海岸を対象に、平成 21 年度研究において選定した定

点 10箇所より地域特性を考慮して選定して実施した平成 22年度研究における調査地点 5

箇所のうち、通季的調査の実施が可能な 4箇所に絞り込んで漂着ごみの回収・分類を行っ

た。この調査により、3 ヶ年の長期的・継続的な漂着ごみの分布状況データを蓄積・把握

するとともに、漂着ごみの組成、量の地域特性及び季節変動の解析に資するデータを得た。 

漂着ごみ定点観測調査の流れとしては、まず、平成 22 年度研究において海流条件、内

陸特性、海岸形状、海岸の管理状態の 4つの地域特性毎に比較可能となるように調査地点

の絞り込みを行っており、さらに通季的調査の実施が可能である 4箇所の調査地点におい

て、一定の間隔を空けて年 4回の漂着ごみの回収・組成分析を行った。 

 

2-2. 調査方法 

(1)地域特性からの調査地点の絞り込み 

1)平成 22年度研究において絞り込んだ調査地点 

漂着ごみ定点観測調査の目的は、日本海沿岸域の漂着ごみと漂着する海岸の地域特性、

季節特性の関係を明らかにすることにある。このうち、地域特性との関係を解析するため

には適切な調査地点選定が必要である。漂着ごみの組成や量に関係する地域特性として、

海外や他地域を発生源とするものは海流、潮汐及び気象、内陸部を発生源とするものは内

陸部の特性に影響を受ける。また、砂浜、岩礁域、人工海岸といった海岸の形状は漂着の

容易性に関係する可能性があり、さらに日常的な管理状態、海水浴場あるいは景勝地であ

るかといったことも影響因子となりうる。漂着ごみと地域特性の関係を明らかにするため
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には、これらの条件による比較が可能となる地点であることが必要であるが、以上の地域

特性のすべてをパラメータとする調査計画は合理的ではないと考え、地域特性要素を、各

調査地点で共通となる要素と地点間の比較考察を行うための比較要素に区分した（表 3-1）。 

 

  表 3-1 漂着ごみ定点観測地点選定の要素 

要 素 
各地点と

も共通 

地点により

異なる 
備 考 

自然条件 潮汐 ○  日本海沿岸域では、ほぼ同一とみな

す 気象 ○  

海流  ○ 対馬海流に対する上流、下流 

海岸形状  ○ 砂浜、岩礁、礫 

人為条件 内陸特性  ○ 流域面積、流域人口 

管理状態  ○ 清掃状態 

 

以上から、まず、海流、内陸特性（＝河川流域面積）の指標をもとに、エリアの選定を

行った。 

まず、海流及び内陸特性に注目し、対馬海流の上流から下流にかけてのエリア及び河川

の流域面積を考慮した上で、対馬海流の下流域にあたり、背後には大規模な河川（千代川）

流域が広がる千代川沿岸域、対馬海流の中流域にあたり、背後には中規模の河川（天神川）

流域が控える天神川沿岸域、及び対馬海流の上流にあたり、大きな流域を持つ河川がなく、

内陸から発生するごみの影響を受けにくいエリアとして島根半島沿岸域の 3エリアを抽出

した。 

 これらのエリア内から、海岸形状及び管理状態に注目し、さらに世界ジオパークに認証

された山陰海岸ジオパーク対象エリアや山陰海岸国立公園等の社会科学的な観点も考慮し

て地点選定を行った。なお、本調査における海岸形状については、粒径 100mm以上の岩

石の浜や岩礁部を『岩礁』、粒径 5mm～粒径 100mmの岩石の浜を『礫浜』、粒径 5mm以

下の砂浜を『砂浜』と定義した（写真 3-1～3-3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22 年度研究において、春季～夏季のデータ採取及び長期的モニタリングの観点か

ら、平成 21 年度研究において設定した定点（調査地点）のうち、漂着ごみ量が比較的多

写真 3-1 岩礁 
写真 3-2 礫浜 

写真 3-3 砂浜 
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く、海岸形状等の 4つの地域特性において比較可能となるよう、島根半島沿岸域、天神川

沿岸域及び千代川沿岸域の 3エリアから各 1箇所以上計 5箇所に絞り込んで定点観測を行

った。絞り込んだ各調査地点は表 3-2、調査地点の位置関係は図 3-1の通りである。 

 

表 3-2 平成 22 年度研究における調査地点の絞り込み結果 

エリア 地点名 
海流 

条件 
内陸特性 

海岸

形状
管理状態 備考 

島根半島 

沿岸域 
御津礫浜 上流 

主要河川 

なし 
礫浜 手入れなし  

天神川 

沿岸域 
泊漁港先岩礁 中流 中規模河川 岩礁 手入れなし  

千代川 

沿岸域 

砂丘海水浴場 下流 大規模河川 砂浜 手入れあり ・山陰海岸国立公園の指定地域 

・山陰海岸ジオパーク 浦富海岸鴨ヶ磯 下流 大規模河川 砂浜 手入れあり 

居組免良湾砂浜 下流 大規模河川 砂浜 手入れなし ・山陰海岸ジオパーク 

 

2)平成 23年度研究における調査地点 

平成 22年度研究において選定した表 3-2に示す調査地点のうち、【居組免良湾砂浜】は

磯渡し船により海上側からアクセスする必要がある地点であり、海況が荒れる冬季の調査

が不可能であった。通季的なデータが得られないことから当該調査地点は除くものとし、

平成 23年度調査においては残る 4地点にて調査を実施した。 

 

(2)調査実施日 

漂着ごみ定点観測調査は、一定の間隔を空けて年 4回実施した。平成 21年度研究及び

平成 22年度研究における調査（第 1～8回調査）も含め、調査実施日を表 3-3に示す。 
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表 3-3 調査実施日 

調査エリア 島根半島沿岸域 天神川沿岸域・千代川沿岸域 

平

成

21

年

度 

第 1回調査 平成 21年 8月 20日 平成 21年 7月 30日、8月 6日 

第 2回調査 平成 21年 10月 18日 平成 21年 10月 24、25日 

第 3回調査※ 平成 22年 3月 2日 平成 21年 12月 12、13日 

第 4回調査 平成 22年 3月 16日 平成 22年 3月 9、10日 

平

成

22

年

度 

第 5回調査 平成 22年 6月 11日 平成 22年 5月 29、30日 

第 6回調査 平成 22年 9月 2日 平成 22年 8月 23、24日 

第 7回調査 平成 22年 11月 16日 平成 22年 11月 3、4日 

第 8回調査 平成 23年 3月 16日 平成 23年 3月 5、6日 

平

成

23

年

度 

第 9回調査 平成 23年 7月 1日 平成 23年 6月 25、26日 

第 10回調査 平成 23年 9月 20日 平成 23年 9月 18、19日 

第 11回調査 平成 23年 12月 16日 平成 23年 12月 14、15日 

第 12回調査 平成 24年 3月 12日 平成 24年 3月 10日 
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エリア 1：島根半島沿岸域 エリア 2：天神川沿岸域 エリア 3：千代川沿岸域 

図 3-1 平成 23 年度研究における漂着ごみ定点観測調査地点の位置関係 
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(3)漂着ごみ回収・分析方法 

 漂着ごみの回収及び分析方法については、平成 21 年度研究において実施した方法に準

じるものとした。調査フローを図 3-2に示す。 

 
図 3-2 漂着ごみ定点観測調査フロー 

 

 

 1) 調査対象範囲 

各調査地点における調査対象範囲は、以下の考え方に基づき平成 21 年度研究において

選定した場所と同じ位置とし、漂着ごみ定点観測調査のたびにポリエチレン製の標識ロー

プによる調査枠を設置し、調査終了後は調査枠を撤去し元通りの状態に復元した。 

 

【調査枠設置場所】 

① 原則として満潮時の汀線を基準に 10m四方のコドラートを設置 

② 汀線から内陸方向に向かって最大 3個設置（ただし奥行きのない場所は海岸線に

平行に 3個設置、あるいは設置可能な数だけとした） 

③ 内陸方向へは防波堤等の構造物の根元、傾斜地の根元、防砂林等の植生がある場

合は植生内 5mまで設置 

④ 原則としてごみの量が調査地点の平均的な場所を選定 

調査枠の設置※ 

調査枠内の漂着ごみの回収

写真撮影

※平成21年度研究において

設定した位置に再現 

組成分析 

適正処分 

縮分 

調
査
地
点 

トラック等 

試料 

試料以外 

写真撮影

調査枠の撤去 

回収漂着ごみの運搬 

分
析
実
施
場
所 

運搬 

処理処分施設 
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  図 3-3 調査枠設置イメージ（砂浜の場合） 

 

 2) 回収・分類・集計方法 

以下の考え方に基づき平成 21 年度研究において作成した分類リストに従って組成分析

（素材・用途・品目毎の国籍、個数、見かけ容量、湿重量）を行った。なお、回収した漂

着ごみが多い場合は、概ね 1ｍ3以下となるよう分析実施場所にて縮分した。 

組成分析後の漂着ごみは、表 3-4に示す各施設にて適正に処理処分した。 

 

【分類リストの考え方】 

既存の分類リストには、大きく分けてごみの材質から分類したリスト（(財)環日本海

環境協力センター：NPEC）とごみの発生源（用途）から分類したリスト（JEAN／ク

リーンアップ全国事務局、国際海岸クリーンアップ：ICC）の 2 種類があり、これら

既存調査結果との比較を可能にした全ての品目を網羅した分類リスト（日本エヌ・ユ

ー・エス㈱、平成 19年度漂流・漂着ごみに係る国内削減方策モデル調査）がある。本

調査では、国内削減方策モデル調査にて使用された分類リストをベースとし、既存調

査結果との厳密な比較が可能となるよう、数品目を付け加えた。 

 

 

  表 3-4 各エリアの分析実施場所 

エリア 分析実施場所 処理処分場所 

島根半島沿岸域 松江市 エコステーション松江 

天神川沿岸域 鳥取環境大学 

 敷地内 

鳥取県東部広域行政管理組合 

環境クリーンセンター リファーレンいなば 千代川沿岸域 

 

 

 

 

10m

10m

不動点①

不動点②

10m

10m
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2-3. 調査結果 

(1)調査地点全体の漂着ごみ組成割合 

 平成 23年度研究における調査地点 4箇所において計 4回実施した漂着ごみ定点観測調

査により回収した漂着ごみ全体の組成割合を図 3-4、図 3-5に示す。 

 湿重量、個数ともに『プラスチック類』が半数以上を占めており、それぞれ、56.5％、

67.9％であった。湿重量に注目すると、『発泡スチロール類』が 19.8％、『ゴム類』が 13.4％

と次いでいる。一方、個数に注目すると、細分化されやすい『発泡スチロール類』が 28.1％

と次いで多く、『プラスチック類』と合わせると全体の 9割以上を占める結果となった。 

 平成 21年度研究及び平成 22年度研究における調査（第 1～8回調査）の結果と比較す

ると、平成 21 年度研究の調査結果に組成パターンが類似しており、鳥取県を中心とした

日本海沿岸域における漂着ごみの全体的組成割合は、重量ベースで『プラスチック類』が

6 割、『発泡スチロール』が 1～2 割、『ゴム類』及び『ガラス・陶磁器類』がそれぞれ 1

割であると推定できた。 

平成 22年度研究における組成パターンは、『ゴム類』の割合が 22％と大きくなっている

点が異なっている。『ゴム類』として分類される漂着ごみには 1 個当たりの重量が非常に

大きい『ゴムサンダル』や『靴（長靴）』が多く含まれる場合があるためであり、『ゴム類』

は漂着ごみの種類による重量への影響が大きいことが確認された。 

 

 

56.5%

13.4%

19.8%

0.1%
0.5%

7.4%

2.1% 0.2%

プラスチック類

ゴム類

発泡スチロール類

紙類

布類

ガラス・陶磁器類

金属類

その他人工物

生物系漂着物

 
 

図 3-4 漂着ごみ全体の組成割合【湿重量：平成 23 年度調査】 
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28.1%
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0.1% 1.8% 0.4% 0.1%

プラスチック類

ゴム類

発泡スチロール類
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ガラス・陶磁器類
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生物系漂着物

 

図 3-5 漂着ごみ全体の組成割合【個数：平成 23 年度調査】 

 

(2)各調査地点における漂着ごみ量の推移 

 平成 21年度研究及び平成 22年度研究の調査結果も含めた調査地点 4箇所における漂着

ごみ量の経時変化として、第 2～12回調査において回収された漂着ごみ量について、調査

枠の面積及び各調査の間隔から計算される各調査回における単位面積（100m2）・単位時間

（1日）当たりの漂着量の推移を図 3-6、図 3-7に示す。なお、時間的スケールの評価が出

来ない第 1回調査における漂着ごみ量は除外している。 

 全調査回全体の重量ベースでは【泊漁港先岩礁】が最も多く、次いで【御津礫浜】、【砂

丘海水浴場】、【浦富海岸鴨ヶ磯】の順であり、この傾向は地域特性として設定した指標で

ある海岸形状による影響と考えられた（詳細は後述する）。 

全調査回全体の個数ベースでは【砂丘海水浴場】と【浦富海岸鴨ヶ磯】が並んで最も多

く、重量ベースとは逆の傾向を示した。 

 漂着ごみ量の推移は調査地点毎に傾向が異なっている。これらの傾向は、各調査地点の

地域特性に関係するものと仮定し、平成 22 年度研究における検討結果を踏まえた上で、

次項において「海流条件」、「内陸特性」、「海岸形状」、「管理状態」の 4つの地域特性につ

いて漂着ごみとの傾向分析を行った。 
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図 3-6 各調査地点における漂着ごみ量の推移【湿重量：単位面積・単位時間当たり】 
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図 3-7 各調査地点における漂着ごみ量の推移【個数：単位面積・単位時間当たり】 
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(3)漂着ごみに関する各地域特性の傾向分析 

1)海流条件と漂着ごみの関係 

 海流条件として、鳥取県沖合を東に流れる対馬海流に対する位置関係に注目し、上流（西

側）に位置する【御津礫浜】、下流（東側）に位置する【砂丘海水浴場】及び【浦富海岸鴨

ヶ磯】、さらに上流と下流の中間に位置する【泊漁港先岩礁】の 3 区分に分類し、それぞ

れ漂着ごみへの影響を分析した。 

 

 平成 23 年度研究における調査として第 9～12 回調査結果について、海流条件と漂着ご

み量の関係の観点より図 3-6及び図 3-7を見てみると、湿重量は対馬海流（中流）の【泊

漁港先岩礁】が最大であり、次いで対馬海流（上流）の【御津礫浜】となっている。一方、

個数については、対馬海流（下流）の【砂丘海水浴場】や【浦富海岸鴨ヶ磯】が最も多か

った。これらの結果は平成 22 年度研究における調査結果と同様の傾向を示しており、各

調査地点の漂着ごみ全体の湿重量や個数については海流条件との関係性は弱く、漂着ごみ

の全体量は海流条件よりも海岸形状等の他の地域特性に強く影響されることが長期的モニ

タリングの結果から確認できた。 

 海流条件と漂着ごみの関係性を示す指標の一つとしては、韓国や中国等の近隣諸国から

発生し、対馬海流に乗って漂流・漂着する国外由来の漂着ごみ量が考えられる。漂着ごみ

の量自体は海岸形状等の他の地域特性に強く影響されると考えられることから、第 9～12

回調査における漂着ごみ全体の各品目について国内由来と国外由来の個数割合を海流条件

毎に分類して取りまとめた（図 3-8）。なお、国内由来と国外由来の分類にあたっては、文

字表記が無く、識別不可能なものについては『国内由来』の漂着ごみとしてカウントして

おり、漂着ごみの劣化・細分化に伴い文字表記が消失しているものも多いことから、国内

由来の漂着ごみが過大に評価されていることに注意を要する。 

 図 3-8より、対馬海流の下流側と比較し上流側になるほど、全体的に国外由来の漂着ご

みの割合が高くなる傾向が認められ、これは第 2～8 回調査結果と同様であった。このう

ち、国外由来の割合が比較的高く、かつ全体の個数が 150個以上あった『プラボトル』、『容

器類（プラスチック類）』『雑貨類（プラスチック類）』及び『漁具（プラスチック類）』の

4品目に注目し、各海流条件における国内由来と国外由来の割合を抽出したところ（図 3-9）、

平成 22 年度調査結果と同様、対馬海流の上流側に位置する調査地点ほど国外由来の割合

が高いことが明らかとなった。 

 ラベルが剥がれたペットボトルや無表記の容器類・漁具等の判別不能な漂着ごみが発生

する確率がいずれの海流条件においても同等であると仮定した場合、対馬海流の上流側に

位置する海岸の方が国外由来の漂着ごみの影響を強く受ける傾向にあることが平成 23 年

度研究の結果からも確認された。 
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       【プラボトル】           【漁具（プラスチック類）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【容器類（プラスチック類）】       【雑貨類（プラスチック類）】 

 

 

 

図 3-9 プラスチック類 4品目の海流条件と国内外割合（個数）の関係 
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3)海岸形状と漂着ごみの関係 

海岸形状として、各調査地点において海岸を形成する岩石の粒径に注目し、粒径 100mm

以上の岩石の浜である【泊漁港先岩礁】を岩礁、粒径 5mm～100mmの岩石の浜である【御

津礫浜】を礫浜、そして粒径 5mm 以下の砂浜である【砂丘海水浴場】及び【浦富海岸鴨

ヶ磯】の 3区分に分類し、それぞれ漂着ごみへの影響を分析した。 

 海岸形状と漂着ごみ量の関係の観点より図 3-6及び図 3-7を見てみると、湿重量につい

ては、第 9 回調査を除き、平成 23 年度研究においても岩礁である【泊漁港先岩礁】が最

大、次いで礫浜である【御津礫浜】となっており、平成 22 年度研究結果の傾向と一致す

る。一方、個数については、砂浜である【砂丘海水浴場】や【浦富海岸鴨ヶ磯】が最も多

く、次いで岩礁である【泊漁港先岩礁】と礫浜である【御津礫浜】がほぼ同程度となって

おり、これまでの調査結果とほぼ同様な傾向となった。 

 

 続いて、図 3-6及び図 3-7の結果のうち平成 23年度研究の結果として第 9～12回の調

査結果について、各調査回並びに漂着ごみの素材毎に分類し、単位面積（100㎡）・単位時

間（1日）当たりの漂着ごみ量として整理したものを図 3-12に示す。湿重量に注目すると、

礫浜と岩礁は『プラスチック類』の割合が 5～6 割程度であるが、砂浜は他の海岸形状の

調査地点と比べて『プラスチック類』の占める割合が高かった。また、岩礁では、他の海

岸形状の調査地点と比べて『ゴム類』の割合が若干高い傾向にあり、海岸形状により漂着

ごみの組成パターンが異なることが確認された。この、特性は個数ベースにおいてより顕

著であり、砂浜では 8～9 割が『プラスチック類』で残りが『発泡スチロール類』となっ

ているのに対し、礫浜では『発泡スチロール類』が半数以上となり『ガラス・陶磁器類』

も 1～2割程度見られ、岩礁にいたっては『プラスチック類』が 2～3割にとどまり大部分

を『発泡スチロール類』が占めている。 

 このような結果となった要因として、海岸を形成する岩石の大きさの違いによる漂着ご

みの滞留・蓄積性の差と、本調査のような人の手による漂着ごみ回収における回収率の差

の両面が考えられる。 

 前者でいえば、比重が非常に軽い『発泡スチロール類』はフラットな砂浜では滞留・蓄

積しにくいが、凹凸や間隙が大きい海岸形状となるに従って定着する量が増える。 

後者については、これとは逆に凹凸や間隙がない砂浜では細片化しやすいプラスチック

製の『破片類』をかなり高い精度で回収できるが、岩石の死角や間隙に入り込んだ細片化

漂着ごみの回収率は著しく低下するためである。 
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図 3-12 海岸形状と漂着ごみの関係 
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 4)管理状態と漂着ごみの関係 

 管理状態として、海岸クリーンアップ活動等の地域住民等による手入れの有無に注目し、

定期的手入れのない【御津礫浜】及び【泊漁港先岩礁】、定期的手入れのある【砂丘海水浴

場】及び【浦富海岸鴨ヶ磯】の 2区分に分類し、それぞれ漂着ごみへの影響を分析した。 

 管理状態と漂着ごみ量の関係の観点より図 3-6及び図 3-7を見てみると、湿重量につい

ては定期的手入れのある【砂丘海水浴場】や【浦富海岸鴨ヶ磯】と比較し、定期的手入れ

のない【御津礫浜】及び【泊漁港先岩礁】の漂着ごみ量が多く、個数については逆の傾向

にあると端的には評価されるが、平成 22 年度研究において考察したとおり、これらの傾

向は海岸形状に因るところが大きいと考えられる。 

 

 続いて、図 3-6及び図 3-7の結果のうち平成 23年度研究の結果として第 9～12回の調

査結果について、各調査回並びに漂着ごみの素材毎に分類し、単位面積（100㎡）・単位時

間（1日）当たりの漂着ごみ量として整理したものを図 3-13に示す。湿重量に注目すると、

定期的手入れのある調査地点では、冬期に実施した第 11 回調査において突出して漂着ご

み量が増加しており、第 10回調査後の 10月以降に手入れの頻度が減少した、あるいは定

期的手入れを行わなくなったものと想像され、定期的手入れの有無や頻度が及ぼす漂着ご

み量への影響は非常に大きいと推察される。また、定期的手入れのない海岸の漂着ごみ量

の推移を見ると、季節が春から夏、秋から冬に移るに従って漂着ごみ量が増加することが

確認された。 

 

次に個数に注目した場合、定期的手入れのある調査地点においても、漂着ごみ量の季節

的な変動はそれほど大きくなく、むしろより手入れの頻度が高いと思われる第 9、10回調

査の漂着ごみ量が多い結果となっている点が興味深い。このような結果となった要因の一

つとして、定期的手入れにおいて清掃（回収）の対象となるのは、ある程度以上の大きさ

を有する漂着ごみであり、本調査における個数ベースの漂着ごみ量として大きなウエイト

を占める細片化された『破片類』等は清掃（回収）されにくいということが推察される。 
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図 3-13 管理状態と漂着ごみ特性の関係 
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2-4. 漂着ごみ定点観測調査のまとめ 

 平成 23年度研究では、平成 22年度研究において海流条件、内陸特性、海岸形状及び海

岸の管理状態の 4つの地域特性において比較可能となるよう設定した定点 5箇所の調査地

点のうち、通季的調査の実施が可能な 4箇所に絞り込んで、一定の間隔を空けて年 4回の

漂着ごみ定点観測調査を実施した。 

 

 平成 23年度研究における調査地点全体の漂着ごみ組成割合は、湿重量、個数ともに『プ

ラスチック類』が半数以上を占めており、平成 21年度研究及び平成 22年度研究における

調査結果とほぼ同様な傾向であった（図 3-4、図 3-5参照）。平成 23年度研究の調査結果

（第 9～12 回調査）について、調査地点 4 箇所における漂着ごみ量の経時変化を見ると、

漂着ごみ量の推移は調査地点毎に傾向が異なっていた。そこで、平成 22 年度研究に引き

続き、その影響因子の解析のため調査地点絞り込み時に漂着ごみ量に影響を与える地域特

性として仮定した「海流条件」、「内陸特性」、「海岸形状」、「管理状態」の 4つの指標にお

いて、漂着ごみとの傾向分析を行った。 

 

 海流条件として対馬海流の上流、中流、下流の 3区分に分類し、漂着ごみ量の傾向を分

析したところ、平成 22 年度研究の調査結果と同様、湿重量、個数ともに海流条件との明

確な関係性は認められず、長期的モニタリングの観点からも漂着ごみ量は海岸形状等の他

の地域特性等の影響度が強いことが確認された。 

また、海流条件と漂着ごみの関係性を示す指標として、第 9～12回調査における漂着ご

み全体の各品目について国内由来と国外由来の個数割合を海流条件毎に分類して取りまと

めたところ（図 3-8、図 3-9参照）、『プラボトル』、『容器類（プラスチック類）』、『雑貨類

（プラスチック類）』及び『漁具（プラスチック類）』の 4品目など国外由来の割合が高い

品目を中心に、対馬海流の上流側に位置する調査地点ほど国外由来の割合が高いことが明

らかとなり、平成 23 年度研究の調査結果からも対馬海流の上流側に位置する海岸の方が

国外由来の漂着ごみ影響を強く受ける傾向にあることが確認された。 

 

 内陸特性として各調査地点の背後に流れる河川規模により、大規模河川、中規模河川、

主要河川なしの 3区分に分類し、第 9～12回調査における漂着ごみ量の傾向を分析したと

ころ、平成 22 年度研究の調査結果と同様、湿重量、個数ともに内陸特性との明確な関係

性は認められず、漂着ごみ量は海岸形状等の他の地域特性等の影響度が強いことが示唆さ

れた。 

また、内陸特性と漂着ごみの関係性を示す指標として、第 9～12回調査における漂着ご

み全体の各品目のうち、河川を経由して漂着した可能性が高いと考えられる内陸系生活ご

みが占める湿重量割合を内陸特性毎に分類し取りまとめたところ（図 3-10、図 3-11参照）、

背後に流れる河川規模が大きい調査地点ほど、僅かながら内陸系生活ごみの占める割合が

高い傾向（重量ベース）にあった。湿重量・個数ともに内陸系生活ごみの割合は最大でも

2 割程度と小さく、河川規模との明確な関係性を導くことは出来ないが、内陸部で排出さ

れ河川を経由して漂流・漂着する過程で細片化した可能性のある『破片類（プラスチック

類）』が相対的に多くの割合を占めていることを鑑みると、海岸の背後に流れる河川規模が

及ぼす漂着ごみの量・質への影響は無視できない。 
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海岸形状として各調査地点の海岸を形成する岩石の粒径を 100mm 以上の岩礁、5～

100mm の礫浜、5mm 以下の砂浜の 3 区分に分類し、第 9～12 回調査における漂着ごみ

量の傾向を分析したところ、湿重量は岩礁、礫浜、砂浜の順に漂着ごみ量は多くなってお

り、また、個数については砂浜、岩礁、礫浜の順に多い結果となり、これまでの調査結果

とほぼ同様の傾向を示した。 

また、第 9～12 回調査結果について、各調査回及び漂着ごみの素材毎に単位面積（100

㎡）・単位時間（1日）当たりの漂着ごみ量を取りまとめたところ（図 3-12参照）、海岸形

状毎に漂着ごみの組成パターンが異なっていた。海岸形状毎に異なる組成パターンは、海

岸を形成する岩石の大きさの違いによる漂着ごみの滞留・蓄積性の差と、人の手による漂

着ごみ回収率の差が影響を及ぼした結果であると推察された。 

 

 管理状態として海岸クリーンアップ活動等の地域住民等による手入れの有無により調

査地点を分類し、第 9～12回調査における漂着ごみ量の傾向を分析したところ、湿重量に

ついては、定期的手入れのある調査地点と比較して定期的手入れのない調査地点の漂着ご

み量が多く、個数は逆の傾向を示しており、平成 22 年度研究結果と一致し、これらの傾

向は海岸形状に因るところが大きいものと推察された。 

また、第 9～12 回調査結果について、各調査回及び漂着ごみの素材毎に単位面積（100

㎡）・単位時間（1日）当たりの漂着ごみ量を取りまとめたところ（図 3-13参照）、重量ベ

ースでは、定期的手入れのある調査地点において手入れの頻度が高いと思われる夏～秋期

と比較し、手入れの頻度が低い（あるいは全く行われていない）と思われる冬期の漂着ご

み量が数倍多い結果となった。この結果より、定期的手入れの有無や頻度が及ぼす漂着ご

み量への影響は非常に大きいことが確認された。 

一方、個数ベースでは、定期的手入れのある調査地点においても漂着ごみ量の季節的な

変動はそれほど大きくなく、この結果は、定期的手入れのある海岸において清掃（回収）

の対象となるのは、ある程度以上の大きさの漂着ごみであり、細片化されたプラスチック

製や発泡スチロール製の『破片類』等の清掃（回収）は非常に困難であることを意味して

いるものと思われる。 

 
3. 漂着ごみ分布調査手法について 
 

3-1. 人工衛生画像データ解析による漂着ごみ分布調査について 

 現在の民生用の人工衛星画像の最大解像度は 60cm程度、すなわちモニター上では 60cm

角のごみが一つの点として映し出されるということであり、非常に大きな流木や漁業用の

ブイ等であれば人工衛星画像で判別可能であるが、本研究の漂着ごみ定点観測調査におい

て回収・分析したような漂着ごみを定量的に評価することは困難である。 

また、漂着ごみ分布状況調査対象エリアの人工衛星画像を新たに撮影する場合は、新規

撮影画像注文方法により、その撮影実施機会が大きく変動するが、比較的安価な新規撮影

画像注文では、天候や他のオーダ状況等によっては数ヶ月の撮影実施機関を要することと

なる。一方、非常に短い撮影実施期間で新規撮影画像注文する場合は、コストが非常に高

額となり、効果的で継続的な調査手法とは言い難いのが現状である。 

しかしながら、大量の漂着ごみがあるかどうかの分布状況を広範囲で調査する手法とし
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False Alarm rate）と呼ばれる周囲と比べて明るい点を見つける手法をベースとした画像

処理を実施し、2011年 3月 13日解析の仙台湾周辺において合計 66個、の漂流物を検出

している。ただし、推定サイズは最小で 14.68ｍ、最大で数百ｍとなっており、対象とす

るものは一定以上のサイズが必要となるという制約は存在する。2011年 3月 13日に観測

した PALSAR画像を図 3-15、この画像に含まれる各点の位置と推定サイズを表 3-5に示

す。 

 

表 3-5 仙台湾周辺で検出された漂流物の位置と推定サイズ 

No. 緯度 経度 推定サイズ［m］ 

1 37:28:56.136 141:02:47.881 178.19 

2 37:24:33.980 141:02:08.591 14.8 

3 37:14:01.029 141:07:47.649 14.8 

4 37:13:01.799 141:15:24.528 89.41 

5 37:11:17.243 141:13:48.132 192.93 

6 37:11:01.883 141:13:42.684 73.99 

7 37:04:33.818 141:19:50.145 177.56 

8 37:02:50.861 141:22:03.911 62.75 

9 37:02:29.312 140:58:24.504 14.8 

10 37:01:22.879 141:17:30.953 46.78 

11 37:01:24.425 141:04:47.268 20.93 

12 37:00:30.079 141:17:12.785 14.8 

13 37:00:27.014 141:19:23.921 14.8 

14 36:59:14.488 141:08:02.902 66.15 

15 36:58:19.580 141:21:27.284 133.18 

16 36:58:07.622 140:57:54.668 14.8 

17 36:57:29.740 140:57:13.990 93.55 

18 36:57:20.159 140:56:57.240 14.8 

19 36:55:46.846 141:15:56.338 85.89 

20 36:55:26.984 140:55:00.669 14.8 

21 36:53:55.100 141:02:39.425 121.25 

22 36:53:40.682 140:57:01.572 144.16 

23 36:53:03.962 141:11:11.178 163.45 

24 36:52:37.292 140:57:00.418 59.19 

25 36:47:19.193 141:04:55.935 183.04 
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表 3-5 仙台湾周辺で検出された漂流物の位置と推定サイズ 

No. 緯度 経度 推定サイズ［m］ 

26 36:46:42.553 141:12:24.275 59.03 

27 36:39:33.139 141:07:36.378 417.92 

（出典：JAXAホームページ http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/img_up/jdis_pal_tohokueq_110313-15.htm） 

 

 

図 3-15 仙台湾周辺の PALSAR 画像（2011 年 3 月 13 日 22 時 11 分頃） 

（JAXAホームページより引用 http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/img_up/jdis_pal_tohokueq_110313-15.htm） 
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3-2. ヘリコプターを利用した低空撮影による漂着ごみ分布調査について 

 平成 21 年度研究において、ヘリコプターを利用して低空撮影した写真より予想した漂

着ごみ量と、現地調査より実際に組成分析した漂着ごみ量を比較評価したところ、砂浜で

ある【鳥取砂丘】では、写真より予想した漂着ごみ量と現地調査により実際に計測した漂

着ごみ量は概ね一致したが、コンクリート構造物である【千代川河口防波堤】及び岩礁部

の【浦富海岸】では、大きく乖離する結果となった。計測比較結果を図 3-16に示す。 

これは海岸形状の違いが大きく影響したものであり、波が常に打ち寄せられている砂浜

では漂着ごみが積み重なりにくいが、コンクリート構造物である防波堤の上は背後が壁に

なり漂着ごみが幾重にも積み重なって堆積するため、上空からの写真撮影では漂着ごみの

個数の確認が困難となる。また、岩礁では不定形な岩の陰に死角が出来やすく、上空から

の写真撮影では漂着ごみの個数の確認に限界があることが明らかとなった。 

また、低空撮影においても、ペットボトル以下の大きさの漂着ごみは判別が困難である

という解像度の問題がある。これらのことから、低空撮影調査による漂着ごみの定量的な

評価は、限定的な手法であると考えられた。 

しかしながら、大量の漂着ごみがあるかどうかの分布状況を限られた範囲の中で調査す

る手法としてはある程度の有効性があると考えられ、人工衛星画像調査と比較すると、調

査可能エリアは及ばないが、解像度では有利であり、また撮影実施期間も短く迅速な調査

が可能と考えられた。特に、人工衛星画像調査と同様、陸側からのアクセスが困難な入り

江や岸壁部における漂着ごみの有無を迅速に効率的に把握する手法としては有効であると

考えられた。 
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図 3-16 写真による漂着ごみ予想数と現地調査による実際数の比較 

 

3-3. 継続的・効果的な漂着ごみ分布調査について 

 人工衛星画像データ解析による調査及びヘリコプターによる低空撮影による調査の有効

性及び課題・限界を踏まえた上で、海岸に足を踏み入れて実際に目で見て手に触れて調査

するフィールド調査も含めて、目的や場面に応じた効率的な漂着ごみ分布調査の手法を体
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系的にとりまとめた。以下に、漂着ごみ定点観測調査における地域特性の関係性等を踏ま

え、各調査地点の地域特性や目的、場面に応じた有効な調査手法について整理した。 

 

表 3-6 漂着ごみ調査目的等に応じた調査手法 

調査目的 調査手法の考え方 

(1)景勝地・観光地を

対象とした漂着ご

み分布調査 

砂丘海水浴場や浦富海岸鴨ヶ磯など、観光資源としての役割を担って

いる海岸においては、陸側からのアクセスが容易であり、あるいは遊覧

船等による定期的な観光がなされているため、漂着ごみの発生状況は地

域住民や関係機関等により比較的早期に確認可能である。このような海

岸では、台風、豪雨、強風等の突発的・局地的な気象条件後において、

地域住民や関係機関、行政等がフィールド調査を実施することが、有効

で即応性のある漂着ごみ分布調査手法であると考えられる。このような

地域に根ざした即応性のあるフィールド調査は、観光資源の保護にも有

効である。また、このような海岸においては、発生した漂着ごみの回収・

処理を誰がどのように行うかという回収処理システムも重要な論点に

なると考えられる。 

 

(2)非生活域を対象と

した漂着ごみ分布

調査 

御津礫浜や泊漁港先岩礁など、通常の生活圏外であり、かつ海岸を形

成する岩石の粒径が大きい海岸においては、漂着ごみが滞留し易く、台

風、豪雨、強風等の突発的・局地的な気象条件後に大量に集積する可能

性があり、漁船等への巻き込み事故を含めた漁業被害の原因になり得る

ことが多いと考えられる。また、通常、このような海岸は人が訪れるこ

とが無い場所であることが多く、漂着ごみの発生状況を地域住民や行政

等が即応性を持って把握することは困難である。したがって、このよう

な海岸においては、当該地域の漁獲時期あるいは観光シーズンを踏ま

え、ヘリコプターによる低空撮影調査を定期的に実施し、連続的な漂着

ごみ分布のマッピングを実施することが有効であると考えられる。 

 

(3)緊急時における漂

着ごみ分布調査 

台風、地震、津波等の災害時において緊急的に広範囲を調査する場合

は、調査対象範囲や費用等を踏まえ、人工衛星画像データ解析による調

査もしくはヘリコプターを利用した低空撮影調査が選択肢に含まれる。
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第４章 発生抑制のための普及啓発 

 

1. 教育、普及啓発方法の提案 
 

1-1．大学生から子供たちへの教育 

 本研究では、海ごみの発生抑制のための普及啓発方法に関する研究の一環として、劇を

中心とする大学生から子供たちへの教育プログラムの開発を進めてきた。本年度は、前年

度の上演の際に寄せられた意見を踏まえて劇の改良を行った。大学ホームページ等を通じ

て、広く「海ごみ劇」の上演希望を募ったところ、2011年 11月 6日（日）に鳥取市の「リ

ファーレンいなば」で開催された「エコフェスタ in 2011－みんなでエコライフを楽しも

う！－」での上演依頼があり、会場内の１コーナーにて学生たちが子供たちを対象に劇の

上演を行った。劇は約 30 分間と、子供たちにとっては比較的に長いものであるにもかか

わらず、最後まで飽きずに見てもらうことができた。劇に関するアンケートからは、「海ご

みの事がよく分かりました」、「ごみを捨てないです」といった普及啓発本来の効果が見ら

れ、また、「おもしろかったです」、「楽しかった」といった評価も得られた。このことは、

学生による劇の上演が、海ごみ問題の子供たちへの普及啓発方法として有効性が高いこと

を示しているものといえる。 

 「海ごみ劇」については、2011年 7月 11日に鳥取環境大学で開催したシンポジウム「美

しい海を取り戻そう―海ごみ対策のための普及啓発―」でも、ハイライト部分約 15分間の

上演を行った。この際の参加者のアンケートからも、「劇などが入って面白かった」、「特に

劇がよかった」等、「海ごみ劇」を評価する回答が得られている。 

 

 

写真 4-1 「海ごみ劇」上演のようす 
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写真 4-2 上演後のパネルとスライドを用いた海ごみ問題の解説 

 

1-2．eラーニング 

 インターネットが広く普及した今日においては、海ごみ問題の普及啓発においてもそれ

を利用することが有効な方策の一つといえる。そこで本年度は、大学ホームページ上で公

開することを前提に eラーニング教材の開発を行うこととした。ホームページ上で公開す

る eラーニング教材は動画で全体を解り易く解説するとともに、詳細については研究報告

書の PDF ファイルでダウンロードできるようにする。動画部分については、①本研究事

業について、②海ごみの発生源調査、③漂着ごみの実態調査、④海ごみ発生抑制のための

普及啓発、⑤海ごみの回収制度、の各概要を作成した。 

 

図 4-1 ホームページのイメージ 
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2. 国際協力の仕組の検討 
 

2-1．国内立法などに見られる国際協力 

(1)「海岸漂着物処理推進法」における国際協力 

  わが国においては、本研究が開始された 2009 年以降、海ごみに関する国内法制度に大

きな進展が見られた。まず最初に、2009年 7月 15日に「美しく豊かな自然を保護するた

めの海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する

法律」（以下、推進法とする）が議員立法として制定されている。 

 同法は、既存の法制度では必ずしも明らかにされてこなかった責任の所在を明らかにす

るなどの点で一定の成果を上げているが、国際協力の必要性にも一定の規定を置いている。 

国際協力について定めた規定は、次の第 8条と第 21条（のみ）にあらわれる： 

（国際協力の推進） 

第八条 海岸漂着物対策の実施に当たっては、国による外交上の適切な対応が図られ

るようにするとともに、海岸漂着物には周辺国から我が国の海岸に漂着する物があ

る一方で、我が国から周辺国の海岸に漂着する物もあることにかんがみ、海岸漂着

物に関する問題が我が国及び周辺国にとって共通の課題であるとの認識に立って、

その解決に向けた国際協力の推進が図られるよう十分配慮されなければならない。

 

（外交上の適切な対応） 

第二十一条 外務大臣は、国外からの海岸漂着物が存することに起因して地域の環境

の保全上支障が生じていると認めるときは、必要に応じ、関係行政機関等と連携し

て、外交上適切に対応するものとする。 

 

 以上の規定から導き出される「国際協力」とは、次のように整理することができる： 

① 海ごみ対策に当たり外交上の適切な対応を図ること。また海外からの海ごみに  

    より地域環境の保全に支障が出る場合には外務大臣が対応すること 

② 海ごみ問題は国内及び周辺国の共通の課題であると認識してその解決のための

国際協力を推進すること 

 これらの規定は、基本法的な性格を持つ同法の位置づけに照らせばやむを得ないことで

はあるが、具体性を欠いている。いわば当然のことを定めるに過ぎず、特段の具体的な行

動を課すものではない。 

 これらの条文は「外交的な対応を図る」ことに力点を置くようにも読めるが、海外から

の海ごみで「支障をきたす」場合にはじめて外務大臣が窓口となり、その段階に至らない

日常の国際協力においては、その窓口(担当部署)が必ずしも明確にされていない。 

 海洋ごみの担当部署として第一義的に責任を負うのは環境省(水･大気環境局)と考えら

れるが、港湾施設での受入施設整備などとの関係では国土交通省、廃棄漁具の漂流・漂着

との関係では農林水産庁、海上汚染防止法に関する執行業務では海上保安庁などが深く関

係するために、日常の業務は窓口が複数にわたる。国際協力を迅速かつ統合的に進めるた

めの基盤として、まず窓口を一本化することが考えられるべきであろう。 
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 他方で、推進法は、省庁横断的な次のような組織の設置を行っている。 

 （海岸漂着物対策推進会議） 

第三十条 政府は、環境省、農林水産省、国土交通省その他の関係行政機関の職員を

もって構成する海岸漂着物対策推進会議を設け、海岸漂着物対策の総合的、効果

的かつ効率的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。 

２ 海岸漂着物対策推進会議に、海岸漂着物対策に関し専門的知識を有する者によっ

て構成する海岸漂着物対策専門家会議を置く。 

３ 海岸漂着物対策専門家会議は、海岸漂着物対策の推進に係る事項について、海岸

漂着物対策推進会議に進言する。 

 

 このように、第三十条が設けた組織は 2つある。一つは、関係行政機関の職員により構

成される「海岸漂着物対策推進会議」(以下、推進会議)、もう一つは専門的知識を有する

有識者により構成される「海岸漂着物対策専門家会議」（以下、専門家会議)である。 

 前者の推進会議を構成する担当部局員は以下の通りになっている： 

 

 内閣官房総合海洋政策本部事務局長、内閣府政策統括官（沖縄政策担当） 

 総務省地域力創造審議官、外務省国際協力局地球規模課題審議官 

 文部科学省生涯学習政策局長、 農林水産省農村振興局長、林野庁次長、水産庁次長 

 経済産業省産業技術環境局長、国土交通省河川局長、国土交通省港湾局長、 

 気象庁地球環境・海洋部長、海上保安庁警備救難部長、環境省水・大気環境局長、 

 環境省廃棄物・リサイクル対策部長 

 

 連絡調整にとどまる組織とはいえ、海洋ごみ問題に対応するため分野横断的な体制を設

けたことは、大きな前進と言って良いだろう。とはいえ、やはり迅速な国際協力体制を構

築するた第一歩として、国内的な一元的窓口となりうる「海洋ごみ」問題を扱うプロパー

部局の設置を行うことが望まれる。海洋ごみ問題が、わが国においてこれほど大きな問題

であるにもかかわらず、環境省においてさえ専門の部署が存在しないのは、国際協力を進

めていく上でも問題ではなかろうか。 

 なお、推進会議は、本報告書執筆時点で年 1回、計 3度開催されるにとどまるが、そこ

で検討された内容は、推進法第 13 条に基づき策定が義務づけられた「海岸漂着物対策を

総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」(後述する）の策定が中心である。 

 

 また、後者の専門家会議は、推進会議に「進言」する役割を持った組織であり、その人

員構成は、まさにこの分野を代表する専門家が選任されているように思われる。但し、行

政法や国際関係(法)、外交問題の専門家などの分野は手薄に感じられる。 

 なお専門家会議は、これまで 4度審議を行い、幅広い問題を扱い、また「基本方針」の

検討も行っている。 

 

(2)「基本方針」に見られる国際協力 

 次に、「推進法」第 13条に基づき、専門家会議の進言を受けた推進会議が策定し、2011
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年 3 月 30 日に閣議決定された「海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基

本的な方針」(以下、基本方針)では、国際協力にどのような内容を与えたのかを検討する。 

 「基本方針」は、上で見た推進会議などでの検討を経て策定された案が、2011 年 1 月

25 日から 2 月 23 日までの間に実施されたパブリックコメントを通じて修正され、2011

年 3月 30日に閣議決定されたものである。 

 

 「基本方針」では、海岸漂着物対策の基本的方向として、①円滑な処理と効果的な発生

抑制、②多様な主体の連携の確保、③国際的な協力の推進を対策の 3つの柱として、これ

を軸として施策を展開していることが必要であると明示に言及している(2．海岸漂着物対

策の基本的方向性)。 

 その上で、「基本方針」ではやや詳細に、国際協力について記述が行われている。以下

はその関係部分の抜粋である： 

 

(4)国際協力の推進 

 海岸漂着物対策の実施に当たっては、国による外交上の適切な対応が図られるよう

にするとともに、海岸漂着物には周辺国から我が国の海岸に漂着する物がある一方

で、我が国から周辺国の海岸に漂着する物もあることを踏まえ、海岸漂着物に関する

問題が我が国及び周辺国にとって共通の課題であることを念頭に置きながら、問題の

解決に向けた国際協力の推進が図られなければならない。 

 

 ① 関係国間の政策対話等の推進 

 海岸漂着物は国境を越えて周辺国からも漂着することから、周辺国及び関係する国

又は地域（以下「関係国」という。）との共通認識の醸成や協力体制の構築を図るこ

とによって、国際的な協調の下でその解決が図られることが重要である。周辺国に由

来する海岸漂着物の発生抑制を図るためには、我が国の取組だけでできるものではな

く、政策対話等を通じて、国から関係国への働きかけによって発生抑制を図ることが

必要である。また、国は北西太平洋地域海行動計画を活用した関係国の理解の促進や、

これと連携して行う情報交換や調査等を通じて、国際協力の推進を図る。 

 ② 関係国への要請の実施等 

 周辺国から大量に漂着した廃ポリタンクや医療廃棄物等については、漂着状況の把

握に努めるとともに、関係国に対して申し入れ、防止対策を進めることが重要である。

このため、国は、周辺国から大量の廃ポリタンクや医療廃棄物等の漂着が確認された

場合には、必要に応じて関係地方公共団体等と連携して漂着状況の把握を行うととも

に、関係国に対して原因究明や対策の実施を強く要請する。加えて、これまで原因究

明や対策の実施について政府間等で協議や協力が進められている関係国については、

協力関係をより一層強化する。 

 

 ③ 民間団体等や学識経験者による国際的活動との連携 

 我が国では、民間団体等や学識経験者によって、関係国との間で、海岸漂着物の調

査や清掃活動等、民間レベルでの国際的な活動が展開されている。国は、国際協力の
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推進に際し、これらの民間団体等や学識経験者による国際的な活動との連携を図るよ

う努める。 

 

 この項目の要点を簡潔に整理すれば、次のようになる： 

 ① 共通認識醸成や協力体制構築を図るため政策対話等を通じた関係国への働きかけ。 

    特に北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)を活用した関係国の理解の促進、連携 

 ② ポリタンク等の大量漂着について、関係国への原因究明と対策の要請 

 ③ 既存の民間レベルでの国際活動との連携 

 

 これが基本方針において言及される国際協力の内容である。大局的視点から書かれたも

のであるため具体性を欠くことはやむを得ないかもしれないが、①でいう「働きかけ」に

は、「政策対話等」通じた「協力体制の構築」が含まれており、こうした能動的な記述に

は期待が持たれる。ただ、具体的内容が含まれておらず、タイムスパンが区切られている

わけでもないので、現状維持が続く危険も孕んでいる。他方、②は具体的な取り組みに言

及するものだが、ポリタンク等の大量漂着は現実問題として既に着手している「対処」を

再確認したものにすぎない。「対処」に止まらない体制構築のための国際協力については、

まだこれからという段階にあることを意味しよう。 

 

 なお、「基本方針」の策定過程で実施されたパブリックコメントでは、13 団体・個人か

ら 78の意見が出されたことが報告されている。国際協力の内容に(直接)関係しているコメ

ントは 2件ほどであったので、該当するコメントと回答を以下に抽出・整理した： 

 

★ コメント No. 5 (海岸漂着物対策の基本的方向性について) 

コメント： 現在問題となっている海岸漂着物等は中国、韓国、北朝鮮などで 

            あり、外交問題として国が一元的に処理すべき問題ではないか。 

 

回答：基本方針案．．．の「（4）国際協力の推進」に記述しているとおり、国に 

     よる関係国への原因究明や対策の実施を強く要請することとしています。 

★ コメント No. 41 (民間団体や学識経験者による国際的活動との連携) 

コメント：以下【】を加筆すべき。「我が国では、NPOその他の民間団体等や学識経

験者によって、関係国との間で、海岸漂着物の調査や清掃活動等、民間レ

ベルでの国際的な活動が展開されている。国は、国際協力の推進に際し、

これらの民間団体等や学識経験者による国際的な活動との連携【及び活動

の支援】を図るよう努める。」※ 連携の前提として、国による財政的支援

を含めた対応と信頼関係の確保が必要です 

 

回答：「連携」の一つとして活動の支援も含まれていると考えています。また、基本

方針案．．．の「ア 民間団体等との緊密な連携」において、「その活動の促進を

図るための財政上の配慮や各種の助成制度等に関する情報の提供を通じ、民間

団体等の活動の支援に努める。」としているところです。 
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 いずれも重要なコメントと適切な回答である。コメント No.5 は、現在問題となってい

る海岸漂着物等の問題が近隣諸国にのみ責があるとする点はさておき、対応窓口を一元化

すべきという意味では傾聴に値する指摘であろう。 

 また、コメント No.41 への回答の中で、「連携」には財政支援が含まれることが再確認

されていることも重要である。ただ、「基本方針」の閣議決定以後に出される初めての予

算案では、海洋ごみ関連で出された項目は、下表の 3件のみ(災害等廃棄物処理事業補助金

(漂着ごみ処理事業分)、循環型社会形成推進交付金、海中ごみ等の陸上における処理シス

テムの検討)であり、今のところ、「連携」の意欲は必ずしも高くないようにも思われる。 

 

表 4-1 平成 24 年度海洋関連施策(政府案)の一覧(抜粋)(総合海洋政策本部、2012 年) 

 

 

 以上のように、「推進法」及び「基本方針」に見られる国際協力は、必ずしも明確な内

容を与えられておらず、またタイムスパンも明確にされていないので、このままでは現状

維持で推移する恐れもある。他方、政府による関係国への「働きかけ」には、「政策対話

等」を通じた「協力体制の構築」が含まれている点では期待できるが、その「働きかけ」

がポリタンク等の大量漂着に対する関係国への「申し入れ」や「要請」に止まらず、より

日常的な海洋ごみ管理のための国際協力体制の構築を志向することが不可欠であろう。 

 

 推進法第 8条の言う「海岸漂着物には周辺国から我が国の海岸に漂着する物がある一方

で、我が国から周辺国の海岸に漂着する物もあることにかんがみ、海岸漂着物に関する問

題が我が国及び周辺国にとって共通の課題」であるという認識のもと、国際協力として進

められるべきは、「対処」や「(関係国への)要請」という狭い範囲の協力にとどまらず、新

たな制度構築を含めた積極的かつ具体的な共通の取り組みを進めることではないか。 

 

2-2．具体的な国際協力のあるべき内容 

次に、単なる対処や要請といった協力ではなく、周辺諸国の共通課題を解決していくた

めに我が国が積極的・能動的に「働きかけ」ていくべき国際協力の内容について、昨年度

までに検討した他海域・地域で進められている取り組みを参考にしながら、いくらかの具

体化をはかることを試みる。 

 

 その前に確認しておかねばならないのは、「基本方針」が、「国は北西太平洋地域海行動

計画を活用した関係国の理解の促進や、これと連携して行う情報交換や調査等を通じて、

国際協力の推進を図る」ことを国際協力の一つに位置づけていることである。 
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 既に海洋ごみ問題をめぐっては、国連総会の補助機関である国連環境計画(UNEP)が進

めている地域海行動計画の下で、1994 年に日韓中露 4 カ国政府が組織した「北西太平洋

地域における海洋及び沿岸の環境保全・管理・開発のための行動計画(北西太平洋地域海行

動計画：NOWPAP)」(条約のような法的拘束力のある文書に基づくものではない)におい

て、かなりの議論、取り組みが進められている。 

 この行動計画は、北西太平洋すなわち環日本海海域及びその周辺海域において、その名

の示すとおり海洋と沿岸環境の保護、管理及び開発をテーマとするものであるが、広く陸

上起因の海洋汚染問題を扱うことが目的とされ、海洋ごみ問題のために創設されたもので

はない。そのため、NOWPAP は発足から長らく、その努力の割には活動が見えない組織

の代名詞でもあったが、近年、NOWPAP は海洋ごみ問題への注力を通じて、その存在感

を大きく増してきている。そこでは極めて広範な取り組みが、まさに国際的に議論され、

多くの文書、指針などを採択してきている。 

 しかしながら、我が国がこの NOWPAPを活用していくに当たって、その入口に大きな

障害がある。すなわち、そこで採択される重要な指針その他の文書のほとんどが、英文で

作成されているということである。このことは、NOWPAP の全構成国が英語を母国語と

しないがために、我が国に限らず国内的な周知に大きな足かせとなる。たしかに NOWPAP

のウェブサイトには日本語のページも存在するが、そこで公表されている資料のほとんど

が英文となっており、一般市民による幅広い理解を妨げている。 

 それゆえ、国際協力を国内レベルで浸透させるために我が国政府がまず行うべきは、

NOWPAP で作成された文書、せめて海洋ごみに関する指針等の文書を徹底的に日本語に

翻訳し、可能なかぎりそれらの概要版を作成することで、市民の理解の底上げを図るべき

である。これが、我が国がまずもって行うべき国際協力の一歩である。 

 

 以下では、NOWPAP の枠組みでも計画、実施されているものもあるが、それらのうち

周辺諸国が共通して取り組むことで大きな効果が期待されうるものと、そのためのアプロ

ーチを検討した。 

(1)各種モニタリングの指針の国内浸透と共同モニタリングの必要性 

 多くの報告書や国際的な取り組みにおいて認識されているように、海洋ごみの発生源及

び分布状況の把握は、あらゆる海洋ごみ対策の基本である。しかし、そのためのモニタリ

ング調査は、一国内で独自に実施し、成果を単に諸国が持ち寄るだけでは不十分である。 

 環日本海のような広域での海洋ごみのモニタリングを効果的なものとするために必要

なのは、対象地域を各国で効率的に分担してコストを減らしつつ、各国が可能な限り同じ

手法を用いて実施し、その結果を地域内で共同して分析できるよう統一フォーマットで蓄

積させ、共通のデータベースを作成していくことである。 

 海洋ごみのモニタリングには、国の機関や研究機関などが洋上・海底でごみの追跡を行

う大がかりなものと、一般市民のボランティアなどが中心となり主に海岸で行われるもの

が予想されるが、後者については既に、NOWPAP の枠組みにおいて一定のモニタリング

指針が定められている。すなわち① Guidelines for Monitoring Marine Litter on the 

Seabed in the Northwest Pacific Region, NOWPAP MERRAC, 2005)と② Guidelines 

for Monitoring Marine Litter on the Beaches and Shorelines of the Northwest Pacific 

Region, NOWPAP CEARAC, 2007である。①は海底ごみのモニタリングの指針で、②は
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漂着ごみに関するモニタリングの指針である。②には日本語仮訳版があるが、データカー

ドは未翻訳であり、①には仮訳すら存在しない。 

 一部の研究者だけでなく広く市民をモニタリングに参加させ、国際的に有意義な結果を

採集して共有するためには、これら指針の各国語への翻訳がまずもって必要である。我が

国としては、これらを迅速に翻訳して国内に浸透させると共に、関係各国内で有効に実施

されるよう働きかけていくべきである。 

 他方、前者の大がかりなモニタリングについては、NOWPAP においては、NOWPAP 

Regional Action Plan on Marine Litter, NOWPAP, 2008が大枠を定めており、データベ

スの運用も始められているが、データカードの統一化のようなテクニカルなレベルまでは

定められていない。総じて各国が個別に行った成果を持ち寄るのが現状であり、また広い

地域的な視点でモニタリングが行われているわけではない。往々にしてコストのかかるモ

ニタリング手法を、試験的なものも含めて、常時供覧しうるモニタリング手法の目録シス

テム構築なども含めて、我が国は、国際協力として第一に、地域内での共通かつ共同のモ

ニタリングを促すためのインフラ整備に向けて働きかけるべきである。 

  

(2)社会科学的な側面の情報の共有 

 推進法第 8 条が「海岸漂着物には周辺国から我が国の海岸に漂着する物がある一方で、

我が国から周辺国の海岸に漂着する物もある」と述べるように、我が国は海洋ごみ問題の

被害者であると同時に加害者でもある。それは、海洋ごみの原因の半分以上が国内の河川

であるという意味においてのみならず、自国から出たごみが必ず他国の海岸を汚染してい

るという意味においてもである。 

 同じことは、近隣諸国にも言うことができる。韓国では、中国由来の海洋ごみの問題に

悩み、中国も他海域から流れ着く漂着ごみの問題を抱えている。そして、忘れてはならな

いのは、それらの国が全く何もせずに手をこまねいているわけではなく、各国の事情に応

じて何らかの対策を行ってきているという事実である。たとえば、昨年度までの調査によ

り明らかになったように、韓国における海洋ごみ対策を例に取れば、日本よりも出遅れて

いたが、今や日本よりも周到な政策が進んでいることはあまり知られていない。 

 こうした中で、各国の取り組みに関する情報の共有を国際的に進めていくことは、地域

内の不公平感を無くし、推進法第 8条のいう「共通の課題」をより強く認識することを促

すだろう。現在では量的データに関する情報共有はある程度進んできているが、社会科学

的な側面に関する情報共有はさほど進んでいない。確かに NOWPAPでは、地域内の国内

環境法や政策の調査も行われているが、その報告書は学術研究には役だっても、普及啓発

に適するものとは思われない (例えば Regional Overview of Legal Aspects of the 

Protection and Management of the Marine and Coastal Environment of the Northwest 

Pacific Region, NOWPAP DINRAC, 2007)。海洋ごみ問題で最も情報共有の後れを取って

いるのはまさにこうした社会科学的な側面での情報共有であり、これを改善しうる取り組

みが求められる。 

 

(3)優良実行(Good Practice)の域内共通政策化への働きかけ 

 次に、他国、他海域などで導入され始めている優良実行を、単に国内に導入するだけで

なく、環日本海地域全体で迅速に取り込み、域内で共通化して、全体として海洋ごみの管
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理水準を底上げするよう働きかけを行うことが、国際協力のあるべき姿である。 

 NOWPAPにおいても、「他海域での有用な情報と優良実行」に関する情報がリストアッ

プされ(http://dinrac.nowpap.org/marine_litter_references_others.php)、またそれらのう

ちいくらかは、各国で個別に導入されているものもあるが、NOWPAP 関係国の共通政策

となっているものはほとんど無い。その結果、各国が施策を「つまみ食い」している段階

にあるため相乗効果は期待できない。 

 単に優良実行に関する情報共有を行うだけでなく、それを地域内の各国で導入するため

に積極的に働きかけを行い、そのために積極的な支援を行うことも含めて実施していくこ

とが、我が国としての国際協力のあり方として適切であろう。 

 

 ここでは、他地域で共通政策化されている取り組みであって環日本海海域でも行いうる

「漁船による海ごみ捕獲」そして「一律徴収制度」について、簡潔に見ておくことにする。 

  

1)「漁船による海ごみ捕獲(Fishing for Litter)」 

 これは、漁業者が操業中に網にかけた海洋ごみを回収する取り組みであり、「北東大西

洋海洋環境保護条約(OSPAR 条約)」の加盟国が共通の取り組みとして(但しボランタリー

ベース)行ってきているものである。我が国では、外国人漁業規制法などの下で、他国漁船

が領海内で操業したあとそのまま内国港湾に入ることは無く、また同じことは国際的にも

言えるので、この「漁船による海ごみ捕獲」は各国が自国漁船に対してのみ要請しうる取

り組みになる。しかし、それでも OSPAR条約加盟国は、この取り組みを域内で共通して

進めるための指針を 2007 年に定め、さらにフィードバック体制も整備して共通政策とし

て実施する体制を構築してきている。このように、各国内で完結しうる取り組みであって

も、国際協力の俎上に載せて実行の蓄積を促進し、その結果を各国内の取り組みへと還元

していく体制の構築方法は、環日本海海域においても示唆的である。 

 

2)「一律徴収制度(No-special-Fee)」 

 既にいくらかの地域海計画などで導入されている「一律徴収制度」について、「バルト

海地域の海洋環境の保護に関する条約(ヘルシンキ条約)」加盟国の取り組みが示唆に富む。

バルト海は、船舶による汚染の防止のための国際条約(MARPOL 条約)附属書 V(船舶から

の廃物による汚染の防止のための規則)に関する特別海域の指定を受けており、ヘルシンキ

条約の加盟国は全て MARPOL条約の加盟国(附属書 Vの受諾国)でもあるので、自国港湾

において船舶からの廃物に対する受入施設(reception facility)の整備が義務づけられる。 

 ヘルシンキ条約加盟国は、このMARPOL条約附属書 Vにおける「廃物」の対象を独自

に広げ、漁船等が操業中に網にかけた海ごみをも対象とすることに合意し、その回収を行

う取り組みを共通して実施している(この取り組みは、後述する MARPOL 条約附属書 V

の修正にも影響を及ぼした先駆的な実行である)。 

 この受入施設の運用を促す工夫が、「一律徴収制度」と呼ばれるものである。これは「バ

ルト海区域における漁網にかかった船舶から発生した廃物及び海ごみに対する一律徴収制

度の適用に関する勧告(HELCOM Recommendation 28/10, 2007)」における「漁網にかか

った海ごみを含む機関室から発生する油性廃棄物の回収及び汚水と廃物の回収のための調

和的な『一律徴収制度』の確立のための指針」に基づき、国際的に実施されている。 
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 この制度の下で、あらゆる航洋船は、受入施設を実際に利用するか否かに関わらず、参

加国のいずれの港に船舶が到着することによって、油の残滓、汚水及び廃物の受入、取扱

及び処分について一律に支払い義務が発生することになる。受入施設の利用の有無に拘わ

らず、船舶が港に到着することにより受入施設の利用料の支払い義務が発生する意味で「一

律徴収」である。 
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も、まさに NOWPAPの枠組みが法的拘束力ある条約に基づくものではないという事実に

起因していると思われる。だとすれば、NOWPAPの求める行動の指針などの国内移行を、

ある程度法的義務とすることが着実かつ迅速な実施への近道であろう。 

 NOWPAP のような条約に基づかない緩やかな協力体制の枠組みは、ある意味でこの地

域の政治的背景を映し出すものであり、長所も短所もあるが、やはり海洋ごみの問題を着

実に進めていくためには、究極的にはこの問題を専門に扱う国際条約の締結を検討すべき

である。環日本海地域は、環境に関する多数国間条約が締結されていない地域であるので、

将来的な地域的発展を促す意味でも、条約化は検討されてよい選択肢である。 

 もっとも、いきなり地域的多数国間条約を締結することは困難であろうから、まずは既

存の 1993 年「環境の保護の分野における協力に関する日本国政府と大韓民国政府との間

の協定」(日韓環境保護協力協定)を利用して(既に海洋ごみの問題も議題とされている)、日

韓の海洋ごみに関する連携強化に関する附属書の制定を目指し、そこで構築された協力体

制を関係各国に広げていくことが、実行可能な選択肢となりうると思われる。  

 

 以上が、国際的に共通して取り組むことで大きな効果が得られると思われる項目であり、

これらを実施するための制度構築を働きかけていくことこそが、国際協力の具体的な中身

であると考えられる。 

 

 最後に、今一度想起されるべきは、2007 年に制定されたわが国の「海洋基本法」第 7

条である。「海洋に関する国際的協調」と題される同条は「海洋が人類共通の財産であり、

かつ、我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることにかんが

み、海洋に関する施策の推進は、海洋に関する国際的な秩序の形成及び発展のために先導

的な役割を担うことを旨として、国際的協調の下に行われなければならない」と述べてい

る。すなわち、わが国が海洋ごみ問題への対応として国際協力のためにとるべきなのは、

「国際的な秩序の形成及び発展」を志向する「先導的な役割」である。海洋ごみの分野に

おいてもまた、受け身ではなく先導的な国際協力を模索していく努力を怠ってはならない。 

 

3. 近隣諸国の海ごみ対策 
 
3-1. 韓国 ISWA会議・第 9回 SWAPI会議 

廃棄物分野の最も大きな国際会議である、国際廃棄物協会（ISWA）ワールドコングレ

スが第 9回アジア太平洋廃棄物専門家会議（SWAPI）と併催で、2011年 10月 17日から

20日まで韓国大邱市にて開催された。 

このポスターセッションの中で、韓国の国立木浦大学の Il-Hyun Chung 教授等によ

る”Shinan-Gun Marine Litter Impact on the Foreign Marine Litter”と題する発表が行

われていた。その内容は、韓国の 14 の島を選定して、その東西南北の沿岸の漂着物を調

査した結果、海岸への漂着ごみは、海流と風などの環境条件によって四季で変わることを

報告しており、回収した漂着物の量は、夏：51.7トン/日、秋：33.8トン/日、冬：63.7ト

ン/日となった。その発生源としては中国、日本、その他の国々も含まれ、その比率は夏：

7.5％、秋：5.2％、冬：23.8％と冬季が最も多く、日本からの漂着物は夏に最も多いこと

が判明している。日本の漂流ごみが韓国の沿岸に漂着していることが報告されており、日
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本の日本海沿岸では中国、韓国等の漂流ごみが沿岸に漂着することから、この問題につい

ての実効性のある対策を進めるに際しては、海域を共有する国々における研究者間の相互

協力が必要であることが理解できた。今後は、この方面での協力していく体制の構築を図

ることを検討していきたい。 

 

3-2. 第 10回 SWAPI会議海ごみワークショップ 

アジア・太平洋地域の研究者たちの間で海ごみの研究に対する問題意識・情報の共有化

を図るとともに、本学で進めている環境省補助金研究プロジェクトの内容を紹介し、今後

より大きな活動成果が得られるような協力体制を構築することを目的として海ごみワーク

ショップを本学多目的ホールにて開催した。ワークショップは「アジア・太平洋地域での

海ごみ研究をどのようにして推進するか？」をテーマとして、2012年 2月 21日（火）の

14:00から 17:00まで 3時間にわたって実施された。座長、パネリストは以下のとおりで、

約 60名のメンバーが参加した。 

座   長： Agamuthu Pariatamby(マラヤ大学生物科学研究所教授、マレーシア) 

副 座  長 : 佐藤 伸（鳥取環境大学環境情報学部環境マネジメント学科講師、日本） 

パネリスト： Nguyen Thi Kim Thai（土木工学大学環境科学技術研究所准教授、ベトナ

ム） 

       Sethy Sour（王立プノンペン大学環境科学部講師、カンボディア） 

       Albert Magalang（環境天然資源省環境管理局環境管理専門官、フィリピン）  

       西澤弘毅（鳥取環境大学環境情報学科情報システム学科講師、日本） 

 

最初に、マレーシア、ベトナム、フィリピンの 3名の専門家からそれぞれの国の海ごみ

の研究に関する状況が報告された。その後、本学が行った海ごみ調査に関する内容につい

て 2件の報告を行い、引き続いてパネルディスカッションが行われた。 

 各国からの発表として、最初にアガムツ・パリアタンビィ先生からマレー半島の 4ヵ所

の海岸での調査結果が報告された。マレーシアの海岸ごみの組成と存在量を調査した結果、  

プラスチック（袋、容器、製品、硬質プラスチック、発砲スチロール、魚網等）が 36～92％

と最も多く、その量も他国の海岸と同様の範囲のデータであった。海岸の利用者への意識

調査を行った結果は、海ごみの清掃活動などの処理費用の負担は望まないが、一方で利用

者はきれいなビーチを選ぶことが判明し、海ごみの適正処理の重要性に関する住民への教

育の必要性が指摘された。 

次にグエン・ティ・キム・サイ先生からはベトナムの観光地ハロン湾での海ごみの状況

に関する報告が行われた。ごみの主要発生源は、漁村エリアの生活ごみ、観光船から出る

ごみ、観光客や従業者が出すごみ、川の上流から流れ着くごみで、厨芥類が 40％を占める

との報告があり、海ごみを減らすためにはごみの収集体制とその処理体制の確立が必要で

あることが指摘された。 

セティ・ソー先生からは、カンボディアの西海岸に位置するシアヌークビル市の海ごみ

の状況報告が紹介された。同市では民間会社が廃棄物処理を受託して進めているが、その

収集率は約 80％で、広い道路や商業地域を中心に収集が行われ、最終的にはオープンダン

ピングで処理するという状況である。残りのごみは未処理で、全体の 5％はそのまま海岸

地域に流されて海ごみとなるため、高所得者層だけでなく低所得者層へのごみ収集体制を
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設けるとともに、信頼性の高い効果的な処理方法の確立が必要であることが報告された。 

アルバート・マガラン先生からは、海洋保全地域の散乱ごみ管理へのコミュニティ参加

と題して、フィリッピンの地域活動としてコミュニティで行われている散乱ごみ対策とご

み処理への取り組みに関する報告がなされた。そして問題解決のためには、水産資源管理、

沿岸資源管理、漁業活動の維持、沿岸コミュニティへの支援の各分野の組織化を通じて、

絶えず努力しながらプログラムを進める必要があることが指摘された。 

次に本学での海ごみ研究の内容として、佐藤伸講師より、日本海沿岸における漂着ごみ

の組成分析の実施方法や解析方法及びその実施結果に関する報告が行われた。また本学の

西澤弘毅講師より、東日本大震災によって発生した漂流ごみの追跡に関する研究報告が、

それ以前に実施した日本海での放流実験結果の内容紹介も含めて行われた。 

コーヒーブレークの後にパネルディスカッションが行われ、田中勝サスティナビリティ

研究所長より、本学で進めている環境省補助金研究プロジェクトの全体像とこれまで 3年

間の取り組みに関する概要が紹介された。また、佐藤講師より、各国で行われている漂着

ごみの調査結果に関して、アジア・太平洋地域の各国間でのデータの比較検討が可能とな

るような調査手法の標準化に取り組むことに関しての提案がなされ、今後、この方向につ

いても検討を進めることとなった。また、海ごみ問題の解決のためには、住民の出すごみ

の海への散乱・流出を防ぐためのごみ収集体制の確立や衛生埋立、焼却、リサイクルなど

のより高度な廃棄物処理体制を作り上げることが重要であることも各国間で認識された。

また海ごみは他国への漂着などの影響を及ぼすことから、今後も本会議において海ごみに

関するワークショップを開催したり、日本と各国の間で問題解決に向けての技術協力や意

見交換を継続的に進めていくこととなった。 

 

表 4-2 第 10 回 SWAPI 会議海ごみワークショップ・タイムテーブル 

The 10th Expert Meeting on Solid Waste Management in Asia and Pacific Islands 

Workshop 1, Feb. 21. 2012 (Tuesday) 

Venue 3: Tottori University of Environmental Studies, Room B 

Time Presenter Title of Paper 

14:00 17:00 
Workshop on Marine Debris 

Chair: Agamuthu, P. (Malaysia) and Shin Sato (Japan) 

14:00 14:15 
Agamuthu, P., Fauziah 

S.H. and Khairunnisa, A.K.

Marin Debris on Selected Malaysian Beaches: 

Impacts on Human Ignorance 

14:15 14:30 
Nguyen Thi Kim Thai, 

Nghiem Van Khan 
Solid waste management in Halong Bay- Vietnam 

14:30 14.45 Sethy Sour Marine Debris in Sihanouk Ville- Cambodia 

14:45 15:00 Albert Magalang 
Community Participation in Debris (Litter) 

Management in Marine Protected Areas 

15:00 15:15 

Shin Sato*, K. Nishizawa, 

T. Arata, T. Kobayashi, H. 

Matsumura and M.Tanaka

Analysis of Physical Composition of Marine Debris 

on the Sea of Japan Coast 
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15:15 15:30 
Koki Nhishizawa, Masaru 

Tanaka 

Tracking of marine debris after the Great East 

Japan Earthquake 

15:30 15:45 Break 

15:45 17:00 

"To Promote the Research for Marine Debris in Asia and the Pacific Islands"  

Discussion: How to promote the research for marine debris 

 

3-3．海辺の漂着物調査関係者会議 

 近隣諸国における海ごみ問題に関する普及啓発の取り組み動向をさぐるため、2011 年

11月 10日（木）に富山市で開催された「海辺の漂着物調査関係者会議」に参加して情報

収集を行った。この会議は、「北東アジア地域自治体連合」（NEAR）に参加する自治体の

海ごみ問題担当者の情報交換の場であり、日本、中国、韓国、ロシアの 4 カ国から 13 の

自治体が参加し、それぞれの地域における取組の報告と質疑応答が行われた。 

(1)海辺の漂着物調査結果の報告 

会議ではまず、富山県から 1996 年度から実施されている漂着ごみ実態調査の報告が行

われた。この調査には、これまで 4 カ国の 37 自治体が参加し、176 の海岸において延べ

26821人の参加者の協力のもとに調査が行われてきた。しかし、近年は参加者が減少する

傾向にあるという。その理由は、近年における社会全般の環境問題に対する関心の高まり

に伴って自治体の環境担当部局が忙しくなり、人手を要する漂着物調査に手が回らなくな

ったためとのことであった。 

この漂着物調査の方法は、海岸に 100㎡の調査区を設定し、調査区内の漂着物を 8種類

（プラスチック類、ゴム類、発泡スチロール類、紙類、布類、ガラス・陶磁器類、金属類、

その他の人工物）に分けて回収し、その個数と重量を量るというもので、本研究で行って

いるものとほぼ同様である。 

 調査結果は、9つのエリア（A：九州・沖縄、B：中国・近畿、C：北陸、D：東北、E：

北海道、F：ロシア、G：韓国東海岸、H：韓国西海岸、I：中国）に分けて集計されてい

る。2001年から 2010年までの平均で、海岸 100㎡当たりの漂着ごみの個数が最も多いの

は九州・沖縄エリアの 986個で、次いで、中国・近畿エリア 436個、東北エリア 400個、

北陸エリア 339個となっており、それ以外のエリアは 30～80個程度となっている。全エ

リアの平均は 100㎡当たり 317個であった。重量で見た傾向もほぼ同様で、九州・沖縄エ

リアが 100㎡当たり 11,892gで最も多い。全エリアの平均は 3035gであった。漂着物を種

類別にみると、個数では全エリアの平均でプラスチック類が 100㎡当たり 232個（73%）

と最も多く、重量でも 1720g（57%）と半分以上を占めている。この結果は、本研究の調

査結果とほぼ同様であり、それを裏付けるものといえる。 

 漂着物を由来によって国内と海外に分けると、個数では全エリアの平均で国内由来が

98.0％を占めている。海外由来の漂着物割合が最も高いのはロシアエリアの 15.3％で、こ

れに次いで九州・沖縄エリア 2.5％、北海道エリア 1.3％となっており、それ以外のエリア

では 1.0％以下となっている。漂着ごみの大半を国内由来のごみが占めるという結果は、

本研究の調査結果と一致する。なお、漂着物の種類別に国内・海外の由来を集計した結果

では、個数（9.5％）でも重量（14.7％）でも金属類で海外由来の割合が高くなっている。 
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富山県は、報告のまとめとして、次の 2点を示している。 

・近年、参加者数が減少傾向にあることから、参加者の拡大が必要 

・8 割以上の漂着ごみが国内由来のものであることから、住民に対するごみのポイ捨て

防止などの啓発を重点的に進めていくことが必要 

 

(2)事例発表 

 山形県、山口県、島根県、長崎県、河北省秦皇島市、江原道、忠清南道、ハバロフスク

地方、沿海地方、富山県から海岸漂着物対策の取り組みについての方向がされた。何れの

自治体においても、市民参加で実施する海岸漂着物調査を普及啓発の重要な取り組みとし

て位置付けていた。それらの中で、今後の普及啓発方策を考える際に参考になるのが、内

陸部の住民にも海岸清掃や漂着物調査に参加してもらう取り組みであった。 

これまで、海岸清掃や漂着物調査に参加するのは海岸近くに住む住民であることが多か

った。しかし、漂着ごみの大半は、プラスチック製の容器など、一般の市民生活に起源を

もつプラスチックごみであり、しかも国内由来のものが大半を占めることから、国内の海

岸における漂着ごみの発生には川を遡った内陸部も大きくかかわっているものと考えられ

る。このため、山形県では、海ごみ問題に関して内陸部の住民にも当事者意識を持っても

らえるよう、内陸部の住民が海岸漂着物の実態視察や海岸清掃活動を体験するバスツアー

（庄内海岸清掃体験会）を実施している。富山県では、上流域における発生抑制と流域住

民が一体となった取り組みを進めるため、河川清掃や上流域の住民も参加する海岸美化活

動を含む県土全域での清掃美化活動（みんなできれいにせんまいけ大作戦）を進めている。 

 海ごみの発生抑制に向けては、内陸部の住民にも当事者意識を持ってもらうことが重要

であり、山形県と富山県の取り組みは、今後の普及啓発活動の方向性として参考になると

いえる。 

 ユニークな取り組みとしては、漂着物アート展（富山県、石川県）、海ごみから洋服を作

るごみファッション・コンテスト（沿海地方、ウラジオストク市）が挙げられる。これら

の取り組みには大学生も参加していた。しかし、今回の報告事例の中には、大学生が子供

たちに向けた教育・普及啓発活動を行うという事例はなかった。本研究で開発を進めてき

た「大学生から子供たちへ」という普及啓発プログラムは、国際的にもユニークな取り組

みであり、発信していく価値があると考えられる。 

 

(3)海辺の漂着物調査の今後の方向性 

 会議では、海辺の漂着物調査の今後の方向性について、富山県から提案がなされ、下記

の方針が決定された。 

・参加者の拡大や産官学の連携強化を図るため、NPO などにも参加を呼びかけて４か国

での調査を実施 

・発生抑制対策を一層推進するため、廃棄物や漂着ごみを利用した工作やアート作品制作

を４か国で実施 
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4. シンポジウムの開催 
 
4-1. 国内シンポジウム 

 海ごみの効果的な発生抑制や円滑な処理を図るためには、国民や民間団体等の積極的な

参加を促進していく必要がある。そこで、海ごみ対策に係わる行政の担当者、民間の団体

や市民、漁業関係者らに集まってもらい、効果的な発生抑制や円滑な処理を図るための普

及啓発について、情報交換や意見交換を行うために、海岸漂着物処理推進法制定二周年シ

ンポジウム「美しい海を取り戻そう―海ごみ対策のための普及啓発―」を 2011 年 7 月 11

日(月)に鳥取環境大学にて開催した。 

 シンポジウムでは、環境省より「海ごみ対策の国と地方自治体の役割」について解説し

てもらい、その後、三重県、沖縄県、鳥取県の行政担当者より各県の事例・取り組みの現

状を紹介してもらった。そして最後に鳥取環境大学の研究を紹介した後、シンポジウムの

講師と地元鳥取市の行政担当者、NPOの方を交え、「今後の海ごみ問題の解決に向けて」

をテーマとしてパネルディスカッションを行い、議論を深めた。 

 

表 4-3 国内シンポジウムの概要 

国内シンポジウム「美しい海を取り戻そう―海ごみ対策のための普及啓発―」 

日時 平成 23年 7月 11日（月）14:40~17:50 

場所 鳥取環境大学 大講義室（11講義室） 

参加者 約 220名（市民、学生、行政関係者、漁業関係者） 

受付方法 FAXまたは E-mailによる事前参加申込み（当日受付可） 

参加費 無料（平成 23年度環境研究総合推進費補助金で実施） 

主催 鳥取環境大学 

後援 環境省、鳥取県、鳥取市、鳥取県漁業協同組合 

内容・講演

者 

① 「海ごみ対策の国と地方自治体の役割」 

講師 環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室 室長 森 高志 

② 「閉鎖性水域における取り組み―三重県の事例―」 

講師 三重県環境森林部水質改善室 室長 中川 喜明 

③ 「島嶼地域における取り組み―沖縄県の事例―」 

講師 沖縄県環境生活部環境整備課 課長 大浜 浩志 

④ 「鳥取県の取り組みについて」 

講師 鳥取県県土整備部河川課 課長 竹森 達夫 

⑤ 「鳥取環境大学の『海ごみ』研究について」 

講師 鳥取環境大学環境情報学部 准教授 荒田 鉄二 

   鳥取環境大学環境部 学生 

⑥ パネルディスカッション テーマ 「今後の海ごみ問題の解決に向けて―

緊急報告：震災後の津波ごみの行方―」 

コーディネータ：田中 勝（鳥取環境大学サステイナビリティ研究所 所長）

パネラー：森 高志、中川喜明、大浜浩志、竹森達夫、山本雅宏（鳥取市

環境下水道部 次長）、土井倫子（NPO法人鳥取環境市民会議 代表） 
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海洋問題とのかかわり紹介してもらい、日本の NGOである一般社団法人 JEANの小島あ

ずさ氏よりこれまでの取り組みや東日本大震災後の活動に関して紹介してもらった。ディ

スカッションの中で、コンピュータモデルによる震災漂流物の移動予測モデルと模擬ごみ

を実際に放流した追跡データによる移動予測モデルの比較や問題点、今後の課題について

議論した。鳥取環境大学では、ここでの議論を踏まえ、今後の震災漂流物対策につながる

研究を行っていく予定である。 

 

表 4-4 国際シンポジウムの概要 

国際シンポジウム「美しい海を取り戻そう―3.11震災漂流物の追跡予測とその対応―」 

日時 平成 23年 11月 28日（月）14:30~17:50 

場所 鳥取環境大学 多目的ホール 

参加者 約 60名（市民、学生、行政関係者、漁業関係者） 

受付方法 FAXまたは E-mailによる事前参加申込み（当日受付可） 

参加費 無料（平成 23年度環境研究総合推進費補助金で実施） 

主催 鳥取環境大学 

後援 環境省、鳥取県、鳥取市、鳥取県漁業協同組合 

内容・講演

者 

① 「海ごみの移動予測に関する研究の現状と課題」 

講師 東京大学大気海洋研究所 教授 道田 豊 

② 「東日本大震災起因の漂流・漂着・海底ごみに関する環境省の取り組みに

ついて」 

講師 環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室 室長 森 高志 

③ 「過去の漂流ブイの追跡データを用いた震災漂流物の移動予測モデル」 

講師 ハワイ大学マノア校 国際太平洋研究センター 

   ニコライ・メキシメンコ 

④ 「鳥取環境大学の『海ごみの発生源調査』について」 

講師 鳥取環境大学サステイナビリティ研究所 所長 田中 勝 

   鳥取環境大学サステイナビリティ研究所 研究員 西澤弘毅 

⑤ パネルディスカッション テーマ 「今後の海ごみ問題の解決に向け」 

コーディネータ：田中 勝（鳥取環境大学サステイナビリティ研究所 所長）

パネラー：道田 豊、森 高志、ニコライ・マキシメンコ、小島あずさ（一

般社団法人 JEAN）、井川周三（日本エヌ・ユー・エス株式会社） 

 

 国際シンポジウムにおいても参加者を対象に、満足度等に関するアンケート調査を実施

した。シンポジウム参加者 60 名のうち 33 名から回答を得、回収率は 55％であった。回

答者の男女別では 73%が男性であった。職業等については、学生が 40%、公務員・団体職

員が 21%となっており、学生、県・市職員の参加が多かったといえる。満足度については、

講演が「大変満足」と「満足」の合計が 73%、パネルディスカッションでも「大変満足」

と「満足」の合計が 64%と半数以上を占めた。また、「大変勉強になった、他の人にも広

めたい」、「震災ごみの調査の仕方、どのような課題があるかなど初めて知った」、「様々な

部署の方々の意見を聞けて良かった」などの意見があり、概ね好評を得たと言える。 
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図 4-4 講演の満足度     図 4-5 パネルディスカッションの満足度 
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第 5章 回収・処理システムの検討 

 

1. 調査の目的 
 

 鳥取県の日本海沿岸は、鳥取県のシンボルの一つである鳥取砂丘や、山陰海岸国立公園

に指定されている急峻で湾と岬が入り組んだ浦富海岸など、変化に富む海岸線と力強い岩

の造形に特徴があり、東側に位置する京都府京丹後市の経ヶ岬までの海岸線は、2010年10

月に「山陰海岸ジオパーク」として重要な地質学的遺産を有する保護された地域に認定され

ている。さらに、リアス式海岸が展開する山陰地方の海岸は岩礁が多く、魚の棲みやすい

条件が整っていることから古くから漁業が盛んであり、冬の松葉ガニに代表されるように

水産資源に恵まれた地域でもある。 

近年、山陰地方の日本海沿岸に流れ着く漂着ごみによる環境悪化や漁業被害が大きな問

題となっており、2009年度には鳥取砂丘が環境省の漂流・漂着ごみ対策重点クリーンアッ

プ事業対象地域に選定され、2009 年 7 月には「美しく豊かな自然を保護するための海岸

における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律（海

岸漂着物処理推進法）」が施行、2010年 3月には海ごみに対する基本方針が閣議決定され、

自治体による漂着ごみの回収・処理・処分に向けた動きが加速している。 

漁業由来の海ごみの持ち帰りに関する漁業者の意向を把握するため、2009年度に漁業関

係者へのアンケート調査を実施した。この結果から、ごみがスクリューに巻き付くなど、

大半の漁民が海ごみによる悪影響を受けていることが分かった。そして実際に被害が生じ

ていることから、半数程度（47％）の漁業者が操業中に引き揚げた海ごみを港に持ち帰っ

て自己負担でこれを処理しており、漁業者のモラルは比較的高いことがわかった。さらに

漁業活動中に回収された海底ごみの持ち帰り促進の方策を探るため、2010年度にもアンケ

ート調査を実施した。「海底ごみを買い取ってもらえるなら持ち帰る」とする回答者が 64%

に上り、海底ごみの回収方法では、「港に持ち帰った海底ごみを、漁港等に設置された一時

保管場所、容器に仮置きする方法であれば持ち帰る」とする回答が 70%に達した。 

これらの調査結果を踏まえて、2011年度は、効果的かつ持続可能性の高い「漁業従事者

による不要物持ち帰り・回収制度」モデルを構築すべく、鳥取県内の適当な漁業協同組合

等（以下、「漁協」という）において実際に試行し、結果をフィードバックさせながらその

効果を検証する「漁業従事者による不要物持ち帰り・回収制度モデル社会実験」（以下、「社

会実験」という）を実施する計画とした。漁業者が操業中に引き上げた海底ごみを港に持

ち帰るとともに、行政機関が収集・運搬並びにその処理を行うという回収・処理モデルの

有効性を確認するため、鳥取県境港市および鳥取県漁業協同組合境港支所にご協力いただ

いて社会実験を実施することとした。 

 

2. 海底ごみ回収処理の制度モデル構築に向けた取組み 
 

2-1. 社会実験の目的 

海岸漂着物処理推進法において「海岸漂着物」とは、海岸に漂着したごみその他の汚物

又は不要物をいい、「海岸漂着物等」とは海岸漂着物及び海岸に散乱しているごみその他の
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汚物又は不要物と定義されている。この法律の対象は“海岸に漂着した或いは海岸に散乱し

ているごみその他の汚物又は不要物”となる。 

漁業活動により海底から引き上げられたごみの場合は、もう既に海底にはないことから、

海底ごみではなく漁業活動に伴って海岸にたどり着いた不要物と捉えることができる。こ

のように考えると、漁業活動により引き上げられて港にたどり着いたごみ（以下、「不要物」

という）は、この法律の枠組みにおいて処理することが可能と考えることができる。 

そこで、“海岸漂着物処理推進法の枠組みにおいて漁業活動に伴って海岸（港）にたどり

着いた（漂着した）不要物を処理する”ことの持続可能性の確認、効果の把握、課題抽出等

に視点を据えて、その道筋を示すことをこの社会実験の目的の一つとする。 

漁業活動により引き上げられた海底ごみを陸上に持ち帰り、この法の枠組みにおいて適

正に処理する「漁業従事者による不要物持ち帰り・回収制度」モデルを鳥取県漁業協同組

合境港支所において実際に試行し、結果をフィードバックさせながらその効果を検証する

ことにより、①効果的かつ持続可能性の高い「漁業従事者による不要物持ち帰り・回収制

度」を構築するとともに、②海岸漂着物処理推進法の枠組みにおいて漁業活動によって持

ち帰った不要物を適正に処理するための道筋を提示することを目的として実施した。 

 

2-2. 社会実験の概要 

社会実験の内容（方法）は、社会実験の対象となる漁協（漁港）の施設・設備、漁船の

操業実態、漁協が所在する市町村の廃棄物処理状況等に左右されるほか、漁業活動によっ

て引き上げられる海底ごみの量や組成等にも大きく依存することになる。しかし、実験開

始時においては不透明な要素が多いため、効果的かつ持続可能な制度モデルの社会実験計

画の策定が難しいことから、本研究では最初に「予備実験」を試行的に実施して、不要物

の回収量や回収物の組成の把握を進めるとともに、モニタリングやヒアリング等を通じて

課題の抽出を行うこととした。その上で社会実験の詳細計画を見直すとともに内容を改善

した上で本実験に進むステップアップ方式で実施することとした。 

なお、予備実験の実施結果を踏まえて、本実験へ移行するための条件設定を再度検討す

る必要がある場合には、本実験の冒頭の数日間に調整用の実験を補完的に実施することと

した。 

また、本実験の期間中においても、実験の実施状況やその結果を解析して、必要に応じ

て実験計画にフィードバックさせながら条件設定を進めることとした。 

ステップアップ方式の社会実験概略イメージを図 5-1に示す。 

(1)社会実験対象者（実施場所） 

  対象漁協：鳥取県漁業協同組合境港支所 

対 象 者：（小型）底曳き網漁を操業する組合員（以下、「漁業従事者」という） 

予備実験における社会実験対象者として、本研究事業並びに社会実験のねらいを理解し

賛同頂ける特定の漁業従事者を複数選抜して実施した。最終ステップである本実験におい

ては、可能な限り多くの漁業従事者を対象に実験を行うものとした。 

(2)実施期間 

予備実験：2011年 11月 10日（木）～16日（水）［6日間（日曜日休漁）］ 

本 実 験：2011年 12月 12日（月）～2012年 12月 29日（木） 

※ 社会実験全体スケジュール（案）を図 5-2に示す。 



- 67 - 
 

(3)社会実験詳細計画の策定において留意すべき事項 

 予備実験を通じて社会実験詳細計画を見直し・改善する際には、社会実験の対象市域や

対象漁協を踏まえ、以下事項に留意して策定した。 

 

 1)回収対象及び分別区分について 

社会実験において回収する不要物は塩分濃度が比較的高いと考えられることから、これ

らの不要物を焼却処理する際の環境影響、とくにダイオキシン類対策への影響については

十分注意する必要があり、別途、実証試験や調査等により安全性を確認することが求めら

れる。境港市の一般廃棄物焼却施設である境港市清掃センターは供用を開始して 23 年が

経過し老朽化が進行していることを考えると、塩分濃度の高いごみ（当該不要物や漂着ご

み）を焼却処理した際の安全性評価がなされていない現状において、これらの不要物を境

港市清掃センターで焼却処理することは適切ではないと考えられる。 

以上を踏まえて社会実験では、回収した不要物を原則として境港市清掃センター以外の

施設で適正に処理することを前提に、制度モデル構築という目的や将来的な発展性を考慮

した上で回収対象物とその分別の区分を設定する。 

また、資源化可能な不要物については、原則として資源化する方針とするが、著しく劣

化した状態またはフジツボ等の付着物があるペットボトルや缶類、ビン類は資源化が困難

と考えられる。資源化可能な不要物の種類やその回収量については現時点では不透明であ

るため、予備実験を通して把握し、社会実験の詳細計画に反映するものとした。 

また、回収した不要物のうち、境港市では処理できない処理困難物については、そもそ

も回収量自体が僅少と考えられたことから、確実に分別した後に産業廃棄物処理業者に処

理委託する方針とした。 

 

 2)一次保管時における対象外ごみの混入防止対策及び臭気対策について 

一次保管施設（設備）については、社会実験の舞台となる漁協（漁港）の業務状況や施

設設備等の環境に大きく依存することになる。境港港近辺は釣り人等のレジャー客も多く、

設置した一次保管施設に生活ごみやレジャーごみ等が投入される恐れがあることから、こ

れら対象外ごみの混入防止対策も考慮しながら一次保管計画を検討・策定することとした。 

また、回収した不要物にヒトデや海藻類等の生物が付着・混入していた場合は、一次保

管時あるいは処理・処分時における悪臭の発生が懸念される。社会実験は比較的寒冷な秋

季～冬季に実施するため大きな問題とはならないものと予想されるが、持続可能な制度モ

デルの構築という趣旨を踏まえて、臭気対策にも配慮した計画とした。 
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2-3. 予備実験の実施方法 

(1)回収段階 

 

1)回収者及び回収方法 

 小型底曳き網漁を操業する漁業従事者（選抜された 5 名程度）が、通常操業中に引き上

げた網の中に混入する不要物のうち、回収対象とする不要物については海中に投棄するこ

となく、陸上（港）まで持ち帰るものとした。 

 

2)回収対象物 

予備実験において回収対象とする不要物は、海底等に滞留し漁業活動に支障をもたらす

とともに水産動物等の生態系に悪影響を及ぼす可能性があり、かつ回収や分別等が容易で、

漁業従事者の追加的作業負荷を最小化する観点から、次の 4種類とした。 

①プラスチック類（袋や容器、プラスチック製品、漁網やブイ等の漁業系廃棄物など） 

②ペットボトル 

③缶・ビン類 

④その他の人工物（家電製品、自転車なども含む） 

ヒトデや海藻類、流木などの自然物は回収しない。これらの自然物が混入すると、陸上

に持ち帰って一次保管する段階で臭気発生の原因となるため。 

 

3)回収容器 

 回収した不要物を陸上まで運搬する際に貯留する容器は、原則として漁業従事者が通常

操業で使用する（所有している）カゴ等を利用することとした。 

漁業従事者が利用可能な容器を所有していない場合は、本研究事業において 0.1m3 程度

のカゴを購入し、提供するものとした。 

  

4)データ採取方法 

 不要物を回収し、陸上まで持ち帰った際あるいは一次貯留の際に採取するデータは表 5-1

のとおりとした。 

 また、研究者による現地モニタリングを実施するとともに、漁業従事者や漁協関係者に

対して適宜ヒアリング調査を実施することにより、社会実験計画の課題や改善点を抽出し、

社会実験詳細計画へ反映するものとした。 

 

表 5-1 予備実験におけるデータ採取方法 

項 目 データ採取方法 

①操業日 漁業従事者に依頼し、不要物の回収があった日には漁業従事

者が自ら記録シートに記録するものとした。 ②操業エリア 

③引網回数 

④回収量（湿重量） 研究者が第 1 日目及び第 7 日目に現地モニタリングを実施

し、実施状況を確認するとともに適宜ヒアリング調査を実施

するものとした。実施（回収）期間終了後に、二次保管施設
⑤組 成 
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に貯留されている不要物の全量を計量・組成分析するものと

した。 

 

(2)分別段階 

予備実験はデータ採取を目的とした試行的位置付けのため、分別は不必要とした。 

本実験においては、回収した不要物を船上または陸揚げ後に漁業従事者が定められた方

法で分別するものとした。分別の区分は、漁業従事者の追加的作業負担を最小化し、かつ

回収した不要物を適正処理する観点から、予備実験の結果を踏まえて、協議の上で定める

こととした。 

(3)一次保管段階 

岸壁付近の一画に各漁業従事者用の個別のカゴ（境港市から貸与）を設置し、漁業従事

者が回収した不要物を自ら投入し、処理処分先への収集運搬まで一次保管するものとした。 

また、一次保管時における対象外ごみの混入防止を目的に、回収した不要物の投入時以

外はカゴを蓋で覆う工夫を講じるものとした。 

(4)収集運搬段階 

 

1)収集運搬方法 

岸壁付近の一画に設置する漁業従事者別のカゴに投入・貯留された不要物は、毎日（休

漁となる日曜日は除く）、境港市がカゴごと収集運搬するものとした。 

回収された不要物が貯留されているカゴを収集運搬用のトラックに積み込むとともに、

翌日回収する不要物用の空きカゴを各漁業従事者別に設置するものとした。 

土曜日の収集運搬主体・方法・時間帯等については、境港市と協議の上で定めるものと

した。 

 

2)二次保管及び分析 

カゴごと収集運搬した不要物は、浄化センターにおいて二次保管するものとした。 

浄化センター内の適切な二次保管スペースに敷いたブルーシート上に、毎日、境港市が

カゴごと収集運搬した不要物を漁業従事者別に積上げ貯留するものとした。 

1 週間の予備実験期間終了後に、ブルーシート上に貯留されている不要物全量を対象に、

計量・組成分析を実施するものとした。 

(5)処理処分段階 

処理処分先（方法）については、基本的に境港市の処理計画や方針に準拠する。予備実

験の段階では、その具体的な処理方法については検討範囲外とする。予備実験を通じて回

収される不要物の種類や回収量等を確認し、社会実験詳細計画を見直し・策定する段階に

おいては、境港市の廃棄物処理政策を踏まえ、持続可能な適正処理ルートを検討・設定す

るものとした。 

 

2-4. 予備実験の実施結果 

2011年 11月 10日から 16日にかけて実施した予備実験により回収された不要物の組成

分析結果の概要を以下に取りまとめた。 
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(1)予備実験の実施状況（現地モニタリング結果） 

 

1)一次保管容器の設置 

予備実験開始前日の 11月 9日に、境港市が通常の資源ごみ回収に使用しているカゴ（コ

ンテナ）を一次保管容器として所定の場所に回収者（漁業従事者）別に計 5 個設置した。

なお、設置場所については、事前に漁業協同組合境港支所と協議し決定した。また、一次

保管容器には、各回収者の船名を記すとともに、対象外ごみの混入防止を目的に、簡易的

な蓋を取り付けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    写真 5-1 一次保管容器設置場所      写真 5-2 一次保管容器の概観 

 

2)予備実験初日の現地モニタリング状況 

予備実験初日の 11 月 10 日に、早朝より境港港に待機し、予備実験に参加する漁業従事

者が底曳き網漁を終えて帰港し、回収した不要物を一次保管容器へ投入するまでの一連の

過程をモニタリングした。 

底曳き網漁を終えて帰港した漁業従事者は、接岸後も船上において水産動物の仕分け作

業を 1 時間程度行ったのち、さらに岸壁に敷いたブルーシート上で最終的な仕分け・箱詰

め作業を行っていた。漁業従事者に聞き取り調査を行ったところ、1回の出漁における引網

回数は通常 2 回であり、最後の引網時に獲れた水産動物については、洋上にて一部水槽に

取り分けるもののその他雑多な魚介類については不要物とともに甲板上に放置し、帰港し

たのちに港内で仕分けを行う（操業は 1 人で行うが、港内での作業には親族等が手伝う場

合が多かった）のが通常とのことであった。なお、港内における水産動物の仕分けにより、

分別されたヒトデや海藻・流木、そして人工物等の不要物は、そのまま海中に投棄するの

が現状であった。 

 前述のとおり、帰港したのちも水産動物の仕分けや箱詰め等の作業で 2～3時間程度を要

しており、不要物を回収し、さらに数種類に分別するような追加的作業を行う時間的余裕

は余りないように思えた。 
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写真 5-3 帰港した底曳き網船     写真 5-4 大まかに分別された魚介類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5-5 船上にて分別された不要物   写真 5-6 岸壁での仕分け・箱詰め作業 

 

 続いて、回収して持ち帰った不要物を漁業従事者自らが一次保管容器に投入する状況、

境港市による回収不要物の収集運搬状況、及び二次保管状況を確認した。 

 予備実験の対象者である小型底曳き網船 5 隻の係留場所は、いずれも一次保管容器設置

場所から数～十数メートルとほど近く、予備実験初日にモニタリングした限りでは、回収

した不要物を貯留した容器を漁業従事者自ら手で持ち、徒歩にて一次保管容器設置場所ま

で運搬し、一次保管容器に投入していた。ただし、いずれの漁業従事者も軽トラック等の

車両に乗って港まで移動し、その車両を自らの漁船の係留場所の付近に駐車しており、係

留場所から一次保管容器設置場所まで多少距離があったとしても、車両による運搬は可能

と思われた。 

 境港港における漁業従事者の一連の作業が終わり、それぞれ帰路についた後、境港市に

よる収集運搬車両が到着し、回収された不要物を入れた状態の一次保管容器をそのまま車

両に積み込む作業を確認した。使用する車両は軽トラックであり、予備実験における想定

回収量程度であれば、とくに問題となるようなことは見受けられなかった。 

 境港市により収集運搬された不要物は境港市浄化センターの一画に設置したブルーシー

ト上に積上げ貯留された（二次保管）。二次保管の際には、不要物の飛散防止を目的として

ブルーシートで覆った。 
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写真 5-7 回収された不要物       写真 5-8 一次保管容器への投入状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5-9 収集運搬状況        写真 5-10 予備実験初日の回収不要物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5-11 二次保管状況 

 

(2)不要物の回収実績 

 予備実験実施期間終了後、二次保管されているブルーシート上の回収日別・漁業従事者

別の不要物の組成分析を実施した。漁業従事者が記録した記録シート、及び収集運搬実績

データを盛り込んだ予備実験における不要物の回収実績を表 5-2に取りまとめた。 
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表 5-2 予備実験における不要物回収実績 

船舶名 回収日＊1 操業エリア 
引網

回数
回収量＊2 備 考 

暁 丸 － － － － － － 

８竜宝丸 
11/12（土） 美保湾南部 ２ 2.85kg 22.550L  

11/14（月） 地蔵崎東方沖合 ２ 3.56kg 15.850L  

勇 正 丸 

11/10（木） 美保湾中部 ２ 2.88kg 17.120L  

11/12（土） 美保湾中部 ２ 3.39kg 30.100L  

11/15（火） 
美保湾北部 

島根半島沖合（0～5km）
２ 5.47kg 33.750L  

11/16（水） 
美保湾中部 

美保湾北部 
３ 2.66kg 32.300L  

智 恵 丸 － － － － － － 

幸 朋 丸 11/16（水） 美保湾中部 ２ 0.68kg 2.150L 
ロープが入った

が海に戻した。 

＊1 操業を終え、境港港に帰港した日 

＊2 組成分析により得られた細分類別重量の合計と細分類別概算容積の合計 

 

(3)組成分析結果 

 

1)回収不要物の組成分析結果一覧 

回収された不要物全量の組成分析結果として、細組成分類別の個数、湿重量、概算容積

（目分量での推計値）、さらに境港市における分別区分、そして社会実験（本実験）におけ

る分別区分案の一覧を表 5-3
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表 5-3 回収不要物の組成分析結果一覧表 

個　数 重　量 容　積

材　質 形　状 用　途 （個） （kg） （L）

プラスチック類 223 11.009 98.25

袋 26 0.891 11.00

食用品・包装用 8 0.099 2.65 可燃物 その他回収物

ｽｰﾊﾟｰ・ｺﾝﾋﾞﾆの袋 8 0.312 3.50 可燃物 その他回収物

お菓子の袋 1 0.002 0.15 可燃物 その他回収物

農薬・肥料袋 1 0.182 1.00 可燃物 その他回収物

その他の袋 8 0.296 3.70 可燃物 その他回収物

プラボトル 48 3.325 35.75

飲料用 41 2.715 27.60 資源物 その他回収物

洗剤・漂白剤 1 0.118 0.50 可燃物 その他回収物

食用品（ﾏﾖﾈｰｽﾞ、醤油等） 2 0.205 2.50 資源物 その他回収物

その他のﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ 4 0.287 5.15 可燃物 その他回収物

容器類 44 0.611 7.95

ｶｯﾌﾟ・食器 26 0.233 4.30 可燃物 その他回収物

食品ﾄﾚｲ 9 0.086 1.95 可燃物 その他回収物

ふた・ｷｬｯﾌﾟ 3 0.078 0.60 可燃物 その他回収物

その他の容器類 6 0.214 1.10 可燃物 その他回収物

ひも・シート類 13 0.182 1.00

ロープ（撚り（ねじれ）有り） 12 0.178 0.95 処理困難物 その他回収物

荷造り用ｽﾄﾗｯﾌﾟﾊﾞﾝﾄﾞ 1 0.004 0.05 可燃物 その他回収物

雑貨類 6 2.378 13.70

カゴ 4 1.184 8.50 不燃物 その他回収物

おもちゃ 1 0.144 0.20 不燃物 その他回収物

マット（シート） 1 1.050 5.00 可燃物 その他回収物

漁具 15 0.410 2.65

釣り糸 1 0.027 0.30 可燃物 その他回収物

釣りのﾙｱｰ・浮き 5 0.039 0.40 不燃物 その他回収物

魚網 2 0.023 0.30 処理困難物 その他回収物

かご漁具 3 0.144 0.95 不燃物 その他回収物

釣りえさ袋・容器 4 0.177 0.70 可燃物 その他回収物

破片類 70 1.902 16.20

ｼｰﾄや袋の破片 52 0.584 10.30 可燃物 その他回収物

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの破片 18 1.318 5.90 不燃物 その他回収物

その他 1 1.310 10.00

脱水機の中身？ 1 1.310 10.00 不燃物 その他回収物

ゴム類 8 3.541 14.10

ﾎﾞｰﾙ 2 0.092 0.10 可燃物 その他回収物

ｺﾞﾑ手袋 1 0.158 0.25 可燃物 その他回収物

くつ 2 0.692 2.00 可燃物 その他回収物

長靴 2 1.379 3.75 可燃物 その他回収物

タイヤ片 1 1.220 8.00 可燃物 その他回収物

紙類 9 0.304 2.00

容器類 5 0.287 1.90

飲料用紙ﾊﾟｯｸ 5 0.287 1.90 可燃物 その他回収物

紙片等 4 0.017 0.10

紙片 4 0.017 0.10 可燃物 その他回収物

布類 2 0.158 0.50

軍手 1 0.118 0.20 可燃物 その他回収物

布片 1 0.040 0.30 可燃物 その他回収物

金属類 47 3.947 12.17

缶 43 3.854 11.75

ｱﾙﾐ製飲料用缶 23 1.657 6.50 資源物 缶類に分類

ｽﾁｰﾙ製飲料用缶 19 2.138 4.95 資源物 缶類に分類

その他の缶 1 0.059 0.30 不燃物 缶類に分類

金属片 1 0.062 0.30

金属片 1 0.062 0.30 不燃物 その他回収物

その他 3 0.031 0.12 その他回収物

ボルト 2 0.013 0.02 不燃物 その他回収物

カップ 1 0.018 0.10 不燃物 その他回収物

生物系不要物 192 2.529 26.80

流木、灌木等 102 1.865 24.70

幹・枝（片手で持てる程度） 102 1.865 24.70 可燃物 その他回収物

その他 90 0.664 2.10

貝・カニ・ヒトデ 69 0.338 1.40 可燃物 回収対象外

魚 21 0.326 0.70 可燃物 回収対象外

481 21.488 153.82

境港市
分別区分

本実験
分別区分案

不要物の分類項目

合　計  
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2)素材別の組成割合 

 回収された不要物全量の素材別の組成割合（重量及び個数）を図 5-3、図 5-4に示す。 

 重量、個数ともに『プラスチック類』が半数を占める結果となった。重量ベースでは比

重の大きな『金属類』や『ゴム類』の割合がこれに続くが、個数ベースでは比重の軽い『生

物系不要物』が約 4割となった。『発泡スチロール類』、『ガラス・陶磁器類』及び『その他

人工物』は回収されていない。 

 なお、漁業従事者へのヒアリングによると、今夏の台風の影響により、底曳き網に入る

不要物として幹・枝・根等の流木が非常に多いとのことであった。予備実験では、人工物

を主に回収して欲しい旨を漁業従事者に説明していたため、網に入った大きな流木等は海

中に投棄されていることに注意する必要がある。また、ヒトデや貝などの生物（死骸を含

む）は対象外として回収しないように説明していたが、サイズの小さな生物は一定程度混

入しており、浄化センターでの二次保管時において臭気やハエ等の発生が確認された。本

実験においても生物の混入は免れないものと思われ、衛生管理の観点からも収集運搬・保

管方法を検討する必要があると考えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-3 不要物の組成割合【重量ベース】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4 不要物の組成割合【個数ベース】 
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3)分別区分からみた組成割合 

 社会実験（本実験）において漁業従事者が自ら実施する分別区分案については、資源化

可能な状態のものが殆ど見られなかったこと、漁業従事者の作業負荷の増加を最小化する

必要があるから、【缶類】と【その他回収物】の 2分別に単純化することが望ましいと考え

た。 

 したがって、資源物のうち、プラスチック類の『飲料用（プラボトル）』や『食用品（プ

ラボトル）』は【その他回収物】として、金属類の『アルミ製飲料用缶』や『スチール製飲

料用缶』は【缶類】として分類することとして設定した。なお、予備実験では回収されて

いないが、本実験において資源ごみプラスチック類の『白色トレイ』や資源ごみビン類が

回収された場合は、【その他回収物】として分類するものとした。 

 なお、境港市の分別区分では処理困難物に該当する『ロープ』や『漁網』が回収されて

いるが、回収量が僅少であり、断片化により容積も比較的小さくなることが想定されため、

処理工程への影響がほとんど無いものとし、【その他回収物】として分別することとして設

定した。 

 以上の分別方針を踏まえ、本実験における一次保管容器や収集運搬方法の検討に資する

データとして、分別区分に視点を置いた組成割合（重量、個数、容積）を図 5-5～5-7 に示

す。 

 外側のドーナツ円が境港市の分別区分、内側のドーナツ円が本実験における分別区分案

を示しており、重量ベースでは 8割強、個数及び容積ベースでは 9割強が【その他回収物】

に分類され、【缶類】として分別される不要物は比較的少なくなる。この結果から、本実験

においては、船上において水産動物を仕分ける際に一括して不要物をカゴに分離・投入し、

陸揚げ後、岸壁等に設置予定の一次保管容器に投入する際に、量の少ない【缶類】を抽出

するかたちで【缶類】と【その他回収物】を分別する、という方法が考えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-5 缶類/その他回収物の割合【重量】 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-6 缶類/その他回収物の割合【容積】 
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図 5-7 缶類/その他回収物の割合【個数】 

 

2-5. 本実験の実施方法 

予備実験の結果を踏まえて検討・設定した本実験の実施計画を以下に示す。 

(1)回収段階 

  

1)回収者及び回収方法 

可能な限り多くの小型底曳き網漁を操業する漁業従事者が、通常操業中に引き上げた網

の中に混入する不要物のうち、回収対象とする不要物については海中に投棄することなく、

陸上（港）まで持ち帰るものとした。 

 

 2)回収対象物 

予備実験において回収対象とする不要物は、海底等に滞留し漁業活動に支障をもたらす

とともに水産動物等の生態系に悪影響を及ぼす可能性があり、かつ回収や分別等が容易で、

漁業従事者の追加的作業負荷を最小化する観点から、次の 4種類とした。 

①プラスチック類（袋や容器、プラスチック製品、漁網やブイ等の漁業系廃棄物など） 

②ペットボトル 

③缶・ビン類 

④その他の人工物（家電製品、自転車なども含む） 

なお、ヒトデや海藻類、流木などの自然物は回収対象外とした。これらの自然物が混入

すると、陸上に持ち帰って一次保管する段階で臭気発生の原因となる。また、大量の流木・

根・幹等の自然物は回収対象外とした。 

 

 3)回収容器 

回収した不要物を陸上まで運搬する際に貯留する容器は、原則として漁業従事者が通常

操業で使用する（所有している）カゴ等を利用するものとした。また、漁業従事者が利用

可能な容器を所有していない場合は、本研究事業において 0.1m3 程度のカゴを購入し、提

供するものとした。 
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 4)データ採取方法 

不要物を回収し、陸上まで持ち帰った際あるいは一次貯留の際に採取するデータは表 5-4

のとおりとした。 

 

表 5-4 本実験のデータ採取方法 

項 目 データ採取方法 

①操業日 漁業従事者に依頼し、通常操業を行った日には漁業従事者

が自ら記録シートに記録するものとした。なお、記入方式

は数字及び丸囲いのみとし、簡略化に配慮した。 

②操業エリア 

③引網回数 

④不要物回収の有無 

⑥ 備 考 

 

 

(2)分別段階 

回収した不要物は、船上における水産動物等の仕分けの際または陸揚げ後の一次保管容

器に投入する際に漁業従事者自らが分別するものとした。ただし、海況や操業状況、不要

物の回収量等によっては分別作業を行うことが困難となるため、分別作業は必要条件では

なく、出来る範囲での対応を漁業従事者にお願いするものとした。 

分別の区分は、予備実験結果を踏まえ、漁業従事者の追加的作業負荷を最小化する観点

から、次の表 5-5記載のように２種類に分別するものとした。 

 

表 5-5 本実験における分別の区分とその内容 

分別区分 主な不要物 

缶 類 ・ アルミ製飲料用缶 

・ スチール製飲料用缶 

・ その他缶 

その他回収物 ・ プラスチック類（袋や容器、プラスチック製品、ペットボ

トル、漁網やブイ等の漁業系廃棄物など） 

・ ゴム類 

・ 缶類以外の金属類 

・ ビン類 

・ その他人工物 

 

(3)一次保管段階 

保管容器として、岸壁付近の一画に【缶類】用のカゴ（境港市から貸与）及び【その他

回収物】用のコンテナを設置し、漁業従事者が回収した不要物について、分別を実施した

場合はそれぞれの一次保管容器に、分別未実施の場合は全量を【その他回収物】用のコン

テナに自ら投入し、二次保管場所への収集運搬まで一次保管するものとした。 

また、一次保管時における対象外ごみの混入防止を目的に、回収した不要物の投入時以

外はカゴ及びコンテナは簡易的な蓋で覆う等の工夫を講じるものとした。 
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(4)収集運搬段階 

 

1)収集運搬方法 

岸壁付近の一画に設置する各一次保管容器に投入・貯留された不要物は、毎日（休漁と

なる日曜日は除く）、境港市がトラックにて収集運搬するものとした。 

【その他回収物】については、コンテナから取り出して直接トラックの荷台に積載する

ものとし、【缶類】については一時保管容器のカゴごと回収するとともに、翌日回収分用の

空きカゴを設置するものとした。なお、土曜日の収集運搬は、原則として鳥取環境大学側

研究者が実施するものとし、方法・時間帯等については、境港市と協議の上で定めるもの

とした。 

 

2)二次保管及び分析 

トラックにて収集運搬した不要物は、浄化センターにおいて二次保管するものとした。

浄化センター内の適切な二次保管スペースに敷いたブルーシート上に、【缶類】と【その他

回収物】を分けて積上げ貯留するものとした。 

また、ブルーシート上に貯留されている【缶類】と【その他回収物】を対象に、研究者

が定期的に計量・組成分析を実施するものとした。これにより、プラスチック類、ゴム類、

金属類等の素材毎に確実に分類した上で、分析後は素材別にビニール袋に入れて貯留・保

管するものとした。 

 

(5)処理処分段階 

 処理処分先（方法）については、基本的に境港市の処理計画や方針に準拠するが、予備

実験を通じて回収された不要物の種類や回収量等を踏まえ、本実験における処理処分先（方

法）を以下のとおり提案するものとした。 

 漁業従事者により回収され、組成分析における分別過程を経た不要物について、可燃物

は境港市清掃センターにて焼却処理、不燃物は境港市リサイクルセンターにて破砕・鉄等

回収ののち、選別残渣を場外の最終処分場にて埋立処分するものとした。 

なお、本実験結果を踏まえ、持続可能な制度モデルを構築する際には、境港市の廃棄物

処理政策との整合を図りつつ、持続可能な適正処理ルートを検討・設定するものとした。 

 また、予備実験により回収された不要物を分析した結果、1回当たりの回収量が 3kg程度

と比較的少なく、かつ、海水由来の塩分濃度についても回収・保管・収集運搬過程におい

て水切り、朝露による洗浄効果等の結果、焼却処理段階において問題になり得そうな状態

ではないことが確認された。 

以上より、本実験で回収される不要物（可燃物）は、境港市清掃センターにおいて焼却

処理が可能な量・性状であると判断し、当該処理方法を基本とした。 

なお、本実験の進捗状況は適宜モニタリングし、回収量が想定を超えて大量となった場

合や、海水が多量に含まれる性状が確認された段階で、別の処理処分先（民間の一般廃棄

物処理施設への処理委託を想定）への変更あるいは上水による洗浄・乾燥等の前処理工程

の追加を検討するものとした。 
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の大型の回収物の有無に因るところが大きい。【缶類】でも回収船数1隻当たり回収量

なしからカゴ半分（40L程度）とばらついていたが、分別精度が大きく影響するため、

組成分析結果にて後述する。 

 

(2)【その他回収物】の組成割合 

本実験実施期間中に回収された【その他回収物】の組成分析結果を表5-7、図5-8、図5-9

に示す。本実験において回収された不要物は合計で湿重量240kg、容積1,600L程度であ

った。 

  湿重量に注目すると、『軟質プラ』が20.2％と最大であり、次いで『漁網・ロープ』

が19.9％、『ペットボトル』が13.8％、『硬質プラ（漁業系）』が12.1％となっており、

これ以外のものは1割以下であった。 

  容積に注目すると、『ペットボトル』が26.6％と最大であり、次いで『硬質プラ（漁

業系）』が18.7％、『カゴ漁具』が12.9％、『漁網・ロープ』が11.7％となっており、

これ以外のものは1割以下であった。『ペットボトル』は比重が軽いため、容積ベース

で比率が増加するのは当然であるが、『ペットボトル』の中に底泥が入り込んでいる

ものも少なくなく、その他の回収物も含め、全体として一般的な海岸漂着ごみと比較

して単位容積当たりの重量が非常に大きいのが特徴である。 

 

表5-7 【その他回収物】の組成分析結果 

単位　重量：kg-wet、容積：L

重量 容積 重量 容積 重量 重量

その他回収物 225.130 1548.350 燃えるごみ 80.980 183.304 軟質プラ 45.580 42.472

軟質プラ（漁業系） 5.400 53.760
ゴム類 15.100 51.080
衣類 14.900 35.992

燃えないごみ 39.500 437.860 硬質プラ 6.000 77.800
硬質プラ（漁業系） 27.200 289.320
ルアー（針付） 0.200 0.500
金属類 4.700 67.440
小型家電 1.200 2.500
ガラス・陶器類 0.200 0.300

資源ごみ 33.650 415.098 ビン類 2.650 3.450
ペットボトル 31.000 411.648

処理困難物 71.000 512.088 漁網・ロープ 44.700 181.848
カゴ漁具 8.700 199.680
タイヤ 17.600 130.560

缶類 5.900 42.472 缶類 5.900 42.472 － －
回収対象外 9.210 39.498 生物 3.500 7.300 － －

植物 5.110 27.698 － －
生活ごみ 0.600 4.500 － －

合　計 240.240 1630.320

本実験における分別区分 境港市における分別区分 組成（材質・用途）
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図5-8 【その他回収物】の組成割合【湿重量】 
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図5-9 【その他回収物】の組成割合【容積】 

 

(3)【その他回収物】の境港市分別区分割合 

 続いて、本実験実施期間中に回収された【その他回収物】の境港市分別区分割合を図5-10、

図5-11に示す。分別対象である【缶類】及び本実験における回収対象外の混入率は、重量

ベース・容積ベースともにそれぞれ2～3％程度、2～4％程度と小さく、本実験における回

収・分別の精度は非常に高かった。 

 湿重量に注目すると、『燃えるごみ』が33.7％と最大であり、次いで『処理困難物』が

29.6％、『燃えないごみ』が16.4％、『資源ごみ』が14.0％であった。 

容積に注目すると、『処理困難物』が31.4％と最大であり、次いで『燃えないごみ』が26.9％、
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表5-8 【缶類】の組成分析結果 

単位　重量：kg-wet、容積：L

区　分 重量 容積 内　訳 重量 容積
缶類 22.000 98.5 缶類 22.000 98.5
異物 0.970 3.2 びん類 0.450 0.7

ペットボトル 0.100 1.5
軟質プラ 0.120 0.5
生物 0.200 0.3

0.970 硬質プラ 0.100 0.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5-12 【缶類】の組成割合【湿重量】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5-13 【缶類】の組成割合【容積】 

 

2-7. 社会実験に関するヒアリング・アンケート調査 

本実験終了後、社会実験における問題点や社会実験への協力度等を調査し、効果的かつ

持続可能性の高い「漁業従事者による不要物持ち帰り・回収制度」を検討・構築するため

の基礎資料を得ることを目的に、当該社会実験に参画された境港市及び小型底曳き網漁を

操業する漁業従事者を対象にヒアリング・アンケート調査を実施した。ここでは、境港市

に対するヒアリング調査及び漁業従事者に対するアンケート調査の概要・結果について取

りまとめた。 
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(1)境港市に対するヒアリング調査 

 

1)調査概要 

 ・日  時：2012年 2月 16日 

 ・調査手法：対面式ヒアリング調査 

 ・調査対象：境港市 産業環境部環境防災課環境対策係 木田係長 

 

2)本実験に関するヒアリング調査結果概要 

ヒアリング調査結果を設問・回答形式で以下に取りまとめた。なお、追加的設問は“⇒斜

字”にて記載している。 

 

【設問 1】 

今回の社会実験内容に関する問題点等 

【回答 1】 

今回の社会実験の内容（一次保管容器、収集運搬方法、二次保管、処理処分等）に問

題はなかった。今回の社会実験では回収量が限定されているため（すなわち、回収量が

問題となる）。 

【設問 2】 

仮に今後も継続的に「漁業従事者による不要物持ち帰り・回収制度」を実施していく

とした場合の必要条件について 

【回答 2】 

（回収対象物の種類・量及び分別の要否・種類について） 

・社会実験程度の回収量であれば問題ない。 

・分別については、境港市の焼却処理施設（老朽化した流動床）が特性的要因となるた

め、「可燃ごみ」、「不燃ごみ」、「処理困難物」に分別してほしい。特に、破砕機に投入で

きないもの（硬質な大塊物、ロープ・漁網等）は確実に分別する必要がある。ただし、

平成 28年度に当該施設は廃炉となり、以降、米子市のストーカ炉で処理する計画となっ

ている（分別区分、分別の重要度が変わる）。 

（一次保管容器及び収集運搬方法・頻度について） 

・家庭ごみと同じような定期収集は難しい。 

・今年度は緊急雇用事業で、不法投棄のパトロール要因として臨時職員 2 名を雇用でき

たため、毎日の出動前に一次保管場所に立ち寄ることができた。次年度以降、緊急雇用

は見込んでいない。家庭ごみの定期収集ルートに乗せることは難しいので個別の収集運

搬となり、市の職員で対応せざるを得ない。その場合、毎日の回収は難しく、週 1～2回

の収集運搬頻度であれば対応可能である。 

・一次保管容器への一般ごみの混入が懸念される。 

 ⇒一次保管容器は、今回の実験で準備したような簡便なものでなく、固定式が望まし

いと考えるが、その場合、一次保管容器から運搬車への積み替え方法という課題が生じ

る。収集運搬車はどのようなものとなるのか。 
・その場合は、パッカー車となる。 

（分別、収集運搬の役割分担について） 
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・（民有地への不法投棄と同様）境港市の役割として行うことができるのは、収集運搬か

ら処理処分までであり、分別までは出来ない。 

・分別が困難というのであれば、分別せず一括して民間業者へ処理委託するという方法

も考えられる。 

（二次保管の要否、場所等について） 

・継続的制度となった場合は、基本的に二次保管の必要はないと考えている。（処理困難

物の保管場所は別途必要） 

⇒組成分析時に多少臭気が気になったが、社会実験における収集運搬や処理処分過程で

問題はなかったか。 
・特に臭気問題について報告はない。 

（その他の課題・必要条件等について） 

・行政としても、海底ごみの回収は良いことだと認識しているが、様々な事業・施策の

優先順位を考えると、今すぐやらないといけないかどうかという点で事業化を起案する

ための説明材料が足りない。啓発という観点では、今回の社会実験は評価できる。 

・継続的に実施していくためには、やはり財源確保の問題が重要となる。仮に来年度も

実施するということになれば、漂着ごみの処理費用の中で対応（シルバー人材センター

による漂着ごみ回収の一環として実施）することは可能と思われる。「海底ごみ」の処理

費用として専用の財源的な補助があるとよいが。 

・（財源的な問題がクリアされれば）たとえば「海底ごみ回収強化月間」というような形

で、散発的に継続してく方法も考えられる。 

⇒今回の社会実験に境港市が協力できた要因は何か。 
・費用対効果が見込めないので、他の市町村であれば、最初から断れるだろう。境港市

の場合、緊急雇用の予算で人を雇っており、現場対応（毎日の収集運搬）が可能であっ

たため。 

 

3)まとめ：継続的制度を実現するための必要条件 

境港市へのヒアリング調査結果より、今回の社会実験における役割分担及び境港市が所

掌する作業内容・方法について特に問題となる点はなかったとのことであった。 

しかしながら、効果的かつ継続的な制度として運用していく場合には、規模（対象者、

回収対象物、回収量等）や行政主体の実情（人材、施設等）を十分踏まえて制度設計する

必要があり、境港市においては以下の要素が重要な検討項目として挙げられた。 

・処理方法を踏まえた確実な分別の実施 

・収集運搬対応者の確保（市職員の場合は週１～２回の収集頻度が限度となる） 

・財源確保（①専用財源・補助の創設、②漂着ごみとして処理） 

(2)漁業従事者に対するアンケート調査 

 

1)調査概要 

 ・日  時：2012年 2月 16日 

 ・調査手法：対面式個別アンケート調査 

 ・調査対象：本実験参加者 2名（全 5名中） 

   本実験不参加者 4名 



- 89 - 
 

（内訳：網に不要物が入らなかった者 1名、底曳き網漁以外の漁法実施者 3名） 

 

2)本実験参加者(2名）へのアンケート調査結果 

 本実験参加者に対するアンケート調査結果を以下に示す。調査対象が少数であるため統

計処理は行わず、設問（原文）・回答をそのまま記載するものとした。 

【設問 2-1】 

社会実験に協力された際の状況や理由として、以下の選択肢よりあてはまるものす

べてに○を付けてください（複数回答可）。 

選択肢 回答数 

① 回収物が少なく、船上において海底ごみを回収・貯留する作業が難しく

なかったときは持ち帰った。 
 

② 海況が比較的よく、船上において海底ごみを回収・貯留する作業が難し

くなかったときは持ち帰った。 
 

③ 漁獲量がそれほど多くなく、船上において海底ごみを回収・貯留する時

間的余裕があったときは持ち帰った。 
 

④ 引き上げた網に海底ごみが入ったときは、いかなる場合でも海底ごみを

回収・貯留する作業を行って持ち帰った。 
2 

⑤ １回目の引網により引き上げたごみは海へ投棄したが、２回目の引網に

より引き上げた海底ごみはできるだけ持ち帰った。 
 

⑥ ２回目の引網により引き上げた海底ごみは海へ投棄したが、１回目の引

網により引き上げた海底ごみはできるだけ持ち帰った。 
 

【設問 2-2】 

社会実験では『人工物すべて』を回収対象としヒトデや流木等の自然物は対象外と

しましたが、実際に回収を行ってみた感想として、以下の選択肢よりあてはまるもの

すべてに○つけてください。 

選択肢 回答数 

① 回収物が明確で回収しやすく、ヒトデや流木等の自然物を取り除くこと

もそれほど問題ではなかった。 
１ 

② 回収物は明確であったが、ヒトデや流木等の自然物を取り除くのが大変

だった（できなかった）。 
１ 

③ 回収対象物のうち、一部の人工物は陸上に持ち帰らず海中に投棄した。  

④ 回収対象物は種類を限定したほうが回収しやすいと思う。  

【設問 2-3】 

回収した海底ごみの分別について質問します。社会実験では『缶類』と『その他回

収物』に分別し、岸壁に設置したそれぞれのカゴに投入して頂くこととしましたが、

分別作業について、以下の選択肢よりあてはまるもの全てに○を付けて下さい。 

選択肢 回答数 

① 分別の種類が 2種類と少なくて分かりやすく、船上で回収・貯留する

段階で分別した。 
 

② 分別の種類が 2種類と少なくて分かりやすく、岸壁に設置されたそれ 1 
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ぞれのカゴに投入する段階で分別した。 

③ 分別の種類が『燃えるごみ』『金属類』『その他回収物』の 3種類であ

っても、分別作業は苦にならないと思う。 
1 

④ 分別の種類が『燃えるごみ』『金属類』『ロープ・漁網』『その他回収物』

など 4種類以上であっても、分別作業は苦にならないと思う。 
1 

⑤ 回収物から『缶類』を分別するのが大変だった（出来なかった）。 

⇒（具体的な回答理由：時間がなかった） 
1 

【設問 2-4】 

回収物投入用のカゴについて質問します。社会実験では漁船係留場所から数～数十

メートルの地点 1 箇所に、フタ付きの青いカゴを設置し、これに回収した海底ごみを

投入して頂くこととしましたが、この回収物投入用のカゴ及び設置場所について、以

下の選択肢よりそれぞれあてはまるもの 1つに○を付けて下さい。 

（回収物投入用のカゴについて）  

選択肢 回答数 

① フタ付きの青いカゴは、回収した海底ごみを投入しやすかった。 1 

② フタ付きの青いカゴは、回収した海底ごみを投入するのが大変だった。 

 ⇒（具体的な回答理由：フタがスムーズに開かなかった） 
1 

  

（回収物投入用のカゴの設置場所について）  

選択肢 回答数 

① 係留場所からの距離は適切であり、設置場所も問題なかった。 1 

② 係留場所からの距離が遠く、運搬が大変だった。望ましいと思う距離を

ご記入下さい。（記入欄：   ｍ程度） 

 ⇒（具体的な回答理由：2箇所くらいにあるとよい） 

1 

③ 係留場所からの距離は適切であったが、設置場所には問題があったどの

ような問題があったかご記入下さい。 
 

【設問 2-5】 

今後、継続的に海底ごみを持ち帰り・回収する制度ができるとした場合、あなたは

海底ごみを持ち帰りますか？あなたの気持ちとして、以下の選択肢より最もよくあて

はまるもの 1つに○を付けて下さい。 

選択肢 回答数 

① 今回の社会実験と同じ方法であれば持ち帰る。  

② 前の設問 2-2～設問 2-4に回答した内容が反映されるのであれば持ち帰

ってもよい。 
2 

③ 以下の条件が満たされるのであれば持ち帰ってもよい。 

協力条件をご記入下さい。（例：回収物を買い取ってくれるなら） 
 

④ いずれにしても持ち帰らない（出来ない）。 

具体的な理由をご記入下さい。（例：継続的に行うのは大変だから） 
 

【その他意見】 

○ ごみ回収は良いと思う。 
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○ 船の近くに一次保管場所があるとよい。（体力的な問題） 

 

(3)本実験不参加者（4名）へのアンケート調査結果 

【設問 3-2】 

今後、継続的に海底ごみを持ち帰り・回収する制度ができるとした場合、あなたは

海底ごみを持ち帰りますか？ あなたの気持ちとして、以下の選択肢よりあてはまるも

の全てに○を付けて下さい。 

選択肢 回答数 

① 網に入った回収対象物が少なければ持ち帰ってもよい 3 

② 海況が良ければ持ち帰ってもよい 2 

③ それほど漁獲量が多くなく、作業的に余裕があれば持ち帰ってもよい 2 

④ 回収した海底ごみからヒトデや流木等の自然物を取り除かなくてもよいので

あれば持ち帰ってもよい。 
1 

（次項につづく）  

⑤ 回収した海底ごみを分別しなくてもよいのであれば持ち帰ってもよい。  

⑥ 以下の条件が満たされるのであれば持ち帰ってもよい。協力条件をご記入下

さい。（例：回収物を買い取ってくれるなら） 

⇒（具体的な条件：回収物の買い取り（4件）） 

4 

⑦ いずれにしても持ち帰らない（出来ない）。具体的な理由をご記入下さい。

（例：継続的に行うのは大変だから） 
 

⑧ 回収した海底ごみを陸上まで持ち帰ったとしても、岸壁等に設置される回収

物投入用カゴには投入しない。その理由をご記入下さい。（例：適正処理され

るか分からないから） 

 

 

（4）フリーディスカッションにより確認した意見 

漁業従事者に対するアンケート調査時及び調査終了後、フリーディスカッション形式で

以下の意見を確認した。 

【設問】 

   境港市が「これからもやろう」といった場合、どうしますか。（要確認） 

・やる。やった方がいいと誰もがおもっている。 

・市がきちんと回収するならやる。 

・一般ごみが混入しないようにきちんとしてくれるならやる。 

・年 1回海底清掃の事業があり、報酬がもらえる。持ち帰り制度の継続によりごみが減

り、報酬がもらえる清掃事業がなくなると困る。 

【設問】 

   網にかかる意外なものはどのようなものがありますか。 

・軽トラ、家電（テレビ、冷蔵庫）、魚雷、不発弾 

 

(5)まとめ：漁業従事者が求めているもの 

 漁業従事者に対するアンケート調査は、本実験参加者及び不参加者全員を対象に実施す
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ることができず、十分なサンプルを得ることができなかった。 

本実験参加者 2 名に対するアンケート調査より、出漁した際にはいかなる場合でも不要

物を回収し陸上に持ち帰ったと回答されており、両名とも「漁業従事者による不要物持ち

帰り・回収制度」の意義や必要性を少なからず認識していたものと推察される。しかしな
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搬・処理することは、適切な仕組みを作れば実施可能であることが、今回の社会実験を通

じて判明した。しかし、より多くの漁業者や自治体などの協力を得るためには、分別や処

理の方法、その処理に必要な財源や人員の確保など、まだ検討すべき残された問題も存在

している。今後、持続可能な回収処理制度を構築するためには、これらの問題を解決して

行くことが重要である。海岸に漂着したごみについては、2009年に海岸漂着物処理推進法

が施行されて、処理体制が整いつつある。しかし、漂流中のものや海底にあるごみについ

ては、これを処理する仕組みがまだ存在しない。今回の社会実験に参加者した漁業者から

は「海ごみの回収はやった方がいいとだれもが思っている」という声が上がっているが、

現実には、船上でのごみの回収作業や分別作業などの時間的な制約もあり、また、時化な

どの場合は作業時の安全上の問題も存在する。 

 海洋生物の生活環境を保つことは、水産資源を主要な食糧源の一つとして依存している

わが国においては重要なことであり、プラスチック・プランクトンなどの問題も顕在化し

つつある現在、食の安心、安全のためにも、水産業に従事している人々の今後の生活を支

えていくためにも、海底ごみの回収制度を構築するためには、さらに大きな視野から取り

組んでいくべきものと思われる。 
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Prediction Expression

Category Prediction expression

high generation group ｙ=255.6ｘ + 4552.5      R2=0.7682

middle generation group ｙ= 148.0ｘ + 5865.6

low generation group ｙ= 40.364ｘ + 7178.8    R2=0.7532

Industrial Solid Waste

Category Prediction expression

high generation group ｙ=93.33x0.1948 R2=0.8346

middle generation group ｙ=23.88x0.2964 R2=0.7930

low generation group ｙ=6.734x0.3889 R2=0.9410

Municipal Solid Waste

Estimated Municipal Solid Waste Generation  (2010-
2050)

MSW ( billion tons / year)
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1．学会等口頭発表スライド 

（1）9th Meeting of Society of Solid Waste Management Experts in Asia & Pacific 

Islands (SWAPI) in Deagu, Korea(2011) 

Masaru Tanaka / 「Waste to Energy to Solve the Problem of Electric Power Crisis 

After the Great East Japan Earthquake」
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Estimated Industrial Solid Waste Generation  (2010-
2050)

ISW ( billion tons /year )

0

50

100

150

200

250

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

20
22

20
24

20
26

20
28

20
30

20
32

20
34

20
36

20
38

20
40

20
42

20
44

20
46

20
48

20
50

hu
nd

red
millio

nt
on

Oceania

Africa

Latin America and the Caribbean

Northern America

Europe
ASIA

2025： 12.5

2050： 19.2

2010： 8.6

Estimated Total Solid Waste Generation  (2010-
2050)

TOTAL ( billion tons /year )

0

50

100

150

200

250

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

20
22

20
24

20
26

20
28

20
30

20
32

20
34

20
36

20
38

20
40

20
42

20
44

20
46

20
48

20
50

hu
nd

re
d mill

ion
 ton

Oceania

Africa

Latin America and the Caribbean

Northern America

Europe

ASIA

2025： 14.9

2050： 22.3

2010： 10.5

The Ratio of Solid Waste 
Generation of Asia in the World 
(billion tons)

World Asia

2010 10.5 3.3 (32.4%)

2050 22.3 8.4 (37.5%)

Increase 
rate 113% 147%

10

���ê�6�L�W�X�D�W�L�R�Q���D�Q�G���,�V�V�X�H�V���R�I���6�R�O�L�G��������������
�:�D�V�W�H���0�D�Q�D�J�H�P�H�Q�W���L�Q���$�V�L�D�Q����
�&�R�X�Q�W�U�L�H�V

Final Disposal Site in Jakarta �:�D�V�W�H���S�L�F�N�H�U�V���L�Q���)�L�Q�D�O���'�L�V�S�R�V�D�O���6�L�W�H���L�Q���3�K�Q�R�P���3�H�Q�K�����&�D�P�E�R�G�L�D
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Open Burning in the Backyard of Hospital (Cambodia） Final Disposal Site in Mexico City(9,000t/day:2003)

Sorting Facilities in  Mexico City(2003) �:�D�V�W�H���3�L�F�N�H�U�V���L�Q���&�X�E�D�:�D�V�W�H���3�L�F�N�H�U�V���L�Q���&�X�E�D

17

Open Burning of Solid Waste at Tokyo Landfill Open Burning of Solid Waste at Tokyo Landfill 
Disposal Site to Control FliesDisposal Site to Control Flies (July, 1965)(July, 1965)

出典: 「東京都清掃百年史」

�6�L�W�X�D�W�L�R�Q
¦ Still many people are not receiving waste 

management services                                        
→most citizens needs to find a way to dispose 
their own waste

¦ Source separation has not been conducted 

¦ Waste has been disposed in open spaces and/or 
rivers 

¦ No soil-covering on dumped solid waste

¦ Open burning of solid waste
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Figure 4-2 Trends in municipal solid waste generation for all Japan 
(FY1963 to FY2001)

Total quantity of municipal solid waste generation in Japan Dioxins Control Technology

＜Countermeasures＞

１． Complete Combustion by 3T’s Method 
(High Temperature, Long Detention Time, 
Turbulence)

２． High Grade Gas Cleaning

Estimated total emissions of dioxins in line with incineration of 
municipal solid waste in Japan

Total emissions of dioxins in Japan
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���� �:�D�V�W�H���W�R���(�Q�H�U�J�\���W�R���6�R�O�Y�H��
�(�O�H�F�W�U�L�F���3�R�Z�H�U���&�U�L�V�L�V

�8�W�L�O�L�]�D�W�L�R�Q���R�I���V�R�O�L�G���Z�D�V�W�H���D�V���U�H�Q�H�Z�D�E�O�H��
�H�Q�H�U�J�\

 �5�H�G�X�F�W�L�R�Q���R�I���I�R�V�V�L�O���U�H�V�R�X�U�F�H�V��
�F�R�Q�V�X�P�S�W�L�R�Q

30

�7�R�W�D�O���S�R�Z�H�U���J�H�Q�H�U�D�W�L�R�Q���Z�L�W�K���0�6�:���,�Q�F�L�Q�H�U�D�W�L�R�Q���S�O�D�Q�W�V
�¾ Total  power generation with MSW power generating 
capacity in incineration plants are increasing every year.
�¾hereafter, waste power generation will be conducted under  
Renewable Port folio Standard Law.

Objective ：2,500MW of generate power in 2012

�¾ Total  power generation with MSW power generating 
capacity in incineration plants are increasing every year.
�¾hereafter, waste power generation will be conducted under  
Renewable Port folio Standard Law.

Objective ：2,500MW of generate power in 2012

��������
1,630MW

��������
1,630MW

2012
2,500MW
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2,500MW
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Waste power station – Amsterdam

Waste power station in Amsterdam, 
Netherlands. 
It routinely achieves generating 
efficiency of 30% 
(photo by Masaru Tanaka)

�„ �, �Q���(�X�U�R�S�H���� �S�O�D�Q�V���D�U�H���D�I�R�R�W���W�R���S�U�R�P�R�W�H���Z�D�V�W�H���S�R�Z�H�U���J�H�Q�H�U�D�W�L�R�Q��
�Z�L�W�K���D���Y�L�H�Z���W�R���U�H�D�O�L�]�L�Q�J���D���O�R�Z���F�D�U�E�R�Q���V�R�F�L�H�W�\���� �,�Q���W�H�U�P�V���R�I��
�J�H�Q�H�U�D�W�L�Q�J���H�I�I�L�F�L�H�Q�F�\���L�P�S�U�R�Y�H�P�H�Q�W�����-�D�S�D�Q�H�V�H���L�Q�F�L�Q�H�U�D�W�R�U�V�� �K�D�Y�H��
�E�H�H�Q���V�X�S�H�U�V�H�G�H�G���E�\���W�K�H�L�U���(�X�U�R�S�H�D�Q���F�R�X�Q�W�H�U�S�D�U�W�V�����+�H�U�H���L�V���D��
�Z�D�V�W�H���S�R�Z�H�U���V�W�D�W�L�R�Q���,���Y�L�V�L�W�H�G���L�Q���$�P�V�W�H�U�G�D�P�� ���1�H�W�K�H�U�O�D�Q�G�V�����7�K�L�V���L�V
�R�Q�H���R�I���W�K�H���P�R�V�W���H�I�I�L�F�L�H�Q�W���Z�D�V�W�H���L�Q�F�L�Q�H�U�D�W�R�U�V���L�Q���(�X�U�R�S�H����

�„ �&�R�Q�W�U�L�E�X�W�L�Q�J���W�R���D�� �O�R�Z���F�D�U�E�R�Q���V�R�F�L�H�W�\��
�W�K�U�R�X�J�K���Z�D�V�W�H���S�R�Z�H�U���J�H�Q�H�U�D�W�L�R�Q

�„ �5�D�W�L�R�Q�D�O���G�H�V�L�J�Q��
�S�K�L�O�R�V�R�S�K�\���R�I ��
�$�P�V�W�H�U�G�D�P���&�L�W�\

Waste to Energy Facility- Fair Fax, Virginia, 
USA

�„ �, �Q���8�6�$�����P�D�Q�\���R�I���W�K�H���L�Q�F�L�Q�H�U�D�W�L�R�Q���I�D�F�L�O�L�W�L�H�V���S�U�R�G�X�F�H�V���S�R�Z�H�U��
�E�\���E�X�U�Q�L�Q�J���V�R�O�L�G���Z�D�V�W�H�����2�Q�H���R�I���W�K�H���I�D�F�L�O�L�W�\���L�Q���)�D�L�U���)�D�[����
�9�L�U�J�L�Q�L�D�����E�X�U�Q�V���������� ���W�R�Q�V���R�I���Z�D�V�W�H���D�Q�G���J�H�Q�H�U�D�W�L�R�Q���F�D�S�D�F�L�W�\��
�L�V�� �����������.�:�����7�K�L�V���Z�D�V�W�H���S�R�Z�H�U���J�H�Q�H�U�D�W�L�R�Q���F�R�Q�V�X�P�H�V�� ��������
�R�I���W�K�H���H�Q�H�U�J�\���W�K�D�W���L�V���S�U�R�G�X�F�H�G���D�Q�G���V�H�O�O�V�����������W�R���S�R�Z�H�U����������������������
�F�R�P�S�D�Q�\�� �Z�K�L�F�K���W�K�H���������������� ������������������������������ ���������������������������� ���� ����������������
�D�P�R�X�Q�W���L�V���I �R�U���� ���� ���������������������������� ������������������������������ ���������������������������� ��������
�D�S�S�U�R�[�L�P�D�W�H�O�\������ ���������������������� ���������������������������� ���� ���������������������������� ���� ����������
�K�R�X�V�H�K�R�O�G�V����

�„ �0�D�Q�\���R�I���W�K�H���V�W�D�W�H�V���L�Q���� ���� ���������������������������� ���������������������������� ���� ������������������
�8�6�$���� �Z�D�V�W�H���H�Q�H�U�J�\������������������ ���������������������������� ���� ���������������������������� ����������������
�I �U�R�P���S�O�D�V�W�L�F���Z�D�V�W�H�������������������� ������������������������������ ���������������������������� ���� ����������
�D�U�H���D�O�V�R���E�H�H�Q������ ���������������������������� ������������������������������ ���������������������������� ����������
�D�F�F�H�S�W�H�G���D�V������������ ���� ���������������������������� ���������������������������� ���� ������������������������������
�U�H�Q�H�Z�D�E�O�H���H�Q�H�U�J�\��

Item Japan Germany United States

Number of waste 
power generation 

facilities
219 50 113

Total generating 
capacity

1.08 mill ion kW 1.00 million kW 2.77 mill ion kW

Average generating 
capacity per facility 

4,900 kW 20,000 kW 24,000 kW

Table 4 Waste power generation in Japan, Germany and 
the United States

(Source: NEDO Research Evaluation Committee, “Development of  High Eff ic iency Waste 
Power Generat ion T echnology,” Report of  the Survey of Peripheral Trends, 
January 2002) 34

Subsidy for MSW Incineration Plant Building in Foreign countries

�)�R�U�H�L�J�Q���H�[�D�P�S�O�H�V���R�I���V�X�E�V�L�G�\

�‘ �6�Z�L�W�]�H�U�O�D�Q�G
�Ø�+�D�O�I���R�I���L�Q�Y�H�V�W�P�H�Q�W���F�R�V�W���V�X�S�S�R�U�W�H�G���E�\���1�D�W�L�R�Q���D�Q�G���6�W�D�W�H
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代表研究者 田中 勝

日本海に面した海岸における海ごみの発生抑制と回収処理の促進に関する研究

代表研究者 田中 勝

日本海に面した海岸における海ごみの発生抑制と回収処理の促進に関する研究

1313

（３）発生抑制のための普及啓発

目的: 海ごみの実態を多くの人に知ってもらう
→ 市民、子供たち、学生、漁業関係者

鳥取環境大学

ナルホド・・・

浜辺を
きれいにしよう！！

発生抑制のための普及啓発

代表研究者 田中 勝

日本海に面した海岸における海ごみの発生抑制と回収処理の促進に関する研究

代表研究者 田中 勝

日本海に面した海岸における海ごみの発生抑制と回収処理の促進に関する研究

14

大学生が子供たちに
海ごみ演劇やゲーム

を実施
普及啓発用e-ラーニン
グ教材（デジタル教材

）の作成

代表研究者 田中 勝

日本海に面した海岸における海ごみの発生抑制と回収処理の促進に関する研究

代表研究者 田中 勝

日本海に面した海岸における海ごみの発生抑制と回収処理の促進に関する研究

15

国内向けシンポジウム国内向けシンポジウム （（20102010年７月）年７月）

国際シンポジウム国際シンポジウム （（20102010年年1212月）月）

海ごみシンポジウム海ごみシンポジウム

の開催の開催

代表研究者 田中 勝

日本海に面した海岸における海ごみの発生抑制と回収処理の促進に関する研究

代表研究者 田中 勝

日本海に面した海岸における海ごみの発生抑制と回収処理の促進に関する研究
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（４）回収、処理システムの検討

目的：漁業活動中に回収されるごみを
持ち帰ってもらうにはどうしたらよいか？

鳥取環境大学

漁船
ごみ処理場

ごみ

回収・処理システム

代表研究者 田中 勝

日本海に面した海岸における海ごみの発生抑制と回収処理の促進に関する研究

代表研究者 田中 勝

日本海に面した海岸における海ごみの発生抑制と回収処理の促進に関する研究
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漁業従事者へのアンケート
（2010年実施）

鳥取環境大学

港に持ち帰るための条件(複数回答)

質問項目 回答数 %

①処理費用を自ら払う場合でも持ち帰る 0 0

②処理費用を負担しないのであれば持ち帰る 20 42.6

③海底ごみを買い取ってもらえるならば持ち帰る 30 63.8

a.ポリ袋(40L)あたり50円 2 4.3

b.  ポリ袋(40L)あたり100円 2 4.3

c.ポリ袋(40L)あたり400円 3 6.4

d.ポリ袋(40L)あたり800円 14 29.8

e.それ以上 6 12.8

④いずれにしても海底ごみは持ち帰らないと思う 8 17.0

代表研究者 田中 勝

日本海に面した海岸における海ごみの発生抑制と回収処理の促進に関する研究

代表研究者 田中 勝

日本海に面した海岸における海ごみの発生抑制と回収処理の促進に関する研究
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アンケート続き

鳥取環境大学

海底ごみの回収方法(複数回答)

質問項目 回答数 %

①港に持ち帰った海底ごみを自らごみ処理施設に持ち
込む場合でも持ち帰る

2 4.3

②港に持ち帰った海底ごみを、漁港等に設置された一
時保管場所・容器に仮置きする方法であれば持ち帰る

33 70.2

a.港の係留場所から比較的近い岸壁の一画に木箱等を
設置し、これに海底ごみを一時保管する

24 51.1

b. 港の近くに浮き舟を係留させ、これを海底ごみの一時
保管場所とする

0 0

c.その他 0 0

③船上あるいは港において、自ら海底ごみを『可燃物』と
『不燃物』に分別する必要がある場合でも持ち帰